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封
建
社
会
に
お
い
て
も
雇
用
関
係
が
決
し
て
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
最
近
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
。
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四
号

も
っ
と
も
そ
の
雇
用
関
係
が
封
建
社
会
に
適
合
し
、
封
建
社
会
の
構
成
的
要
素
を
成
す
も
の
で
、
封
建
社
会
の
消
長
と
連
命
を
共
に
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
後
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
賃
労
働
関
係
と
は
一
応
断
絶
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
（
た
と
え
ば
ポ
ス
タ
ン
・
コ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ
）
、
そ

れ
と
も
封
建
社
会
の
胎
内
に
お
い
て
農
民
層
の
分
解
と
共
に
芽
ば
え
、
は
じ
め
は
幾
多
の
身
分
的
制
約
を
絡
ま
せ
て
は
い
る
が
、
徐
々
に
そ
の

制
約
を
払
拭
し
つ

4
封
建
社
会
の
解
体
・
資
本
主
義
の
成
立
過
租
に
お
い
て
、
崩
芽
的
賃
労
働
↓
近
代
的
賃
労
働
へ
と
連
続
し
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
の
か
（
た
と
え
ば
ヒ
ル
ト
ン
）
、
そ
れ
は
重
要
な
課
題
と
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

単
な
る
封
建
的
土
地
所
有
者
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

こ
の
問
題
は
わ
が
徳
川
期
封
建
社
会
に
つ
い
て
問
い
か
け
て
も
重
要
な
問
題
を
も
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
徳
川
期
の
「
大
名
」
領
主
は

ヨ
lJ
公
的
な
土
地
領
有
者
（
行
政
領
主
）
と
し
て
既
に
農
業
経
営
そ
の
他
の
生
産
面
か

ら
は
遊
離
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
領
主
直
接
の
雇
用
関
係
ー
ー
た
と
え
ば
西
欧
中
泄
の
フ
ァ
ム
ル
ス
の
如
き
問
題
は
一
応
起
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
た
ゞ
大
名
領
主
が
直
接
の
経
営
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
一
云
う
こ
と
は
単
に
そ
の
収
取
基
盤
に
標
準
的
農
民
た
る
本
百
姓
が
一
様
に

族
生
・
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
幕
藩
体
制
生
成
の
複
雑
な
過
程
の
中
か
ら
、
一
方
に
は
前
代

よ
り
の
土
豪
を
種
々
の
形
で
（
勿
論
幕
藩
体
制
に
適
合
す
る
如
く
変
容
せ
し
め
て
い
る
が
）
残
存
・
連
続
せ
し
め
、
他
方
に
は
徳
川
期
自
体
の
発
展
と

し
て
有
力
な
地
主
や
村
方
商
人
を
成
長
•
発
展
せ
し
め
て
お
り
、
或
は
池
城
に
よ
っ
て
は
徴
弱
乍
ら
富
農
の
韮
芽
と
さ
え
思
わ
れ
る
も
の
を
生

成
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
等
の
も
と
に
従
属
せ
る
直
接
生
産
者
の
あ
り
方
（
そ
れ
は
「
雇
用
」
よ
り
も
更
に
隷
属
度
の
強
い
も
の
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
）

に
つ
い
て
夫
々
解
明
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
徳
川
期
封
建
社
会
に
お
け
る
雇
用
関
係
（
乃
至
そ
の
前
史
的
形
態
も
含
め
て
）
の
性
格
を
見
き
わ
め
る
上

幕
末
期
辺
境
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村
方
商
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1
1
地
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史
料
の
表
親
は
た
と
え
同
じ
て
あ
っ
て
も
、

二
六

と
、
諸
種
の
制
約
は
あ
る
に
せ
よ
漸
次
賃
労
働
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
を
、
え
り
わ
け
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
云
う
の
は
現
象
面
て
は
多
く
の
共
通
点
を
も
ち
な
が
ら
も
歴
史
的
意
味
に
は
微
妙
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
属
々
な
の
で
あ
る
。

小
野
武
夫
氏
以
来
、
従
来
の
研
究
で
は
奉
公
人
に
つ
い
て
諸
種
の
類
型
を
つ
く
り
、
そ
の
相
互
の
関
連
、
ま
た
そ
う
し
た
奉
公
人
の
発
展
系

列
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
か
4
る
取
り
上
げ
方
も
た
し
か
に
必
要
で
あ
る
が
、
一
云
わ
ば
奉
公
人
を
そ
れ
に
密
接
に
関
連
す
る
諸
種
の

関
係
か
ら
抜
き
出
し
て
制
度
史
的
に
見
て
い
る
だ
け
に
、
雇
用
史
の
研
究
に
期
待
さ
る
べ
き
問
題
を
む
し
ろ
矮
小
化
し
て
し
ま
っ
た
感
が
な
い

で
は
な
い
。
む
し
ろ
夫
々
の
雇
用
関
係
が
置
か
れ
て
い
る
埴
城
や
村
落
の
性
格
が
充
分
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
殊
に
主
家
の
家
生
活
や

経
営
形
態
と
の
密
接
な
関
連
の
も
と
に
探
究
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
土
屋
喬
雄
氏
の
ご
と
く
年
季
奉
公
一
般
に
賃
労
働
の
朋
芽
云
々

(
2
)
 

を
論
じ
る
だ
け
で
は
説
得
力
が
乏
し
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
条
件
如
何
に
よ
り
年
季
奉
公
の
歴
史
的
意
味
も
相
当
異

な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
奉
公
人
を
そ
の
主
家
の
経
誉
形
態
、
家
の
歴
史
的
性
格
な
ど
と
の
密
接
な
関
連
の
下
に
考
察
す
る
こ
と
は
今
後
特
に
試

G
3
)
 

み
ら
る
べ
き
方
法
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
筆
者
は
一
雇
用
関
係
乃
至
そ
れ
の
前
史
的
形
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
包
含
す
る
家
1
1
経
営
形
態
を
類

別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
中
て
の
労
働
組
織
の
編
制
の
あ
り
方
、
主
家
と
各
種
奉
公
人
と
の
関
係
等
を
解
明
し
つ

4
、
綜
合
し
て
ゆ
く
な
ら
ば

全
体
と
し
て
の
雇
用
史
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
次
の
五
つ
の
型
で
あ
る
。

上
層
郷
士
・
在
郷
家
臣
…
…
戦
国
期
の
土
豪
が
幕
藩
休
制
に
適
合
す
る
形
で
農
村
に
「
在
宅
」
し
、
小
領
主
1
1
地
主
と
し
て
存
続
。
手
作

に
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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四
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云
わ
ば
徳
川
期
封
建
社
会
の
秩
序
に
適
合
す
る
も
の



で
あ
る
。

(5) (4) (3) 

村
方
地
主
ー
豪
農
…
…
村
役
人
・
高
利
貸
・
雌
主
と
し
て
発
展
。

地
の
耕
作
・
家
内
の
雑
役
等
に
は
下
人
（
一
面
武
家
奉
公
人
的
）
や
鉗
行
地
農
民
の
夫
役
な
ど
独
自
の
労
働
組
織
を
も
つ
て
い
る
。

(

5

)

 

名
子
主
（
地
頭
・
御
館
）
…
…
古
島
敏
雄
・
森
嘉
兵
衛
・
有
賀
喜
左
衛
門
氏
ら
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
研
究
せ
ら
れ
た
名
子
（
被
官
）
・
譜

代
下
人
を
中
核
と
す
る
労
働
組
織
。

(2) 

第
二
十
三
巻

第
一
―
-
•
四
号

一
面
農
村
プ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格
も
も
つ
。
藤
田
五
郎
氏
の
所
謂
「
再
版

(

6

)

 

農
奴
主
的
地
主
•
寄
生
地
主
・
農
村
プ
ル
ジ
ョ
ア
の
三
重
契
機
の
統
一
L
。
質
物
奉
公
人
↓
年
季
奉
公
人
を
中
核
と
す
る
労
働
組
織
。

村
方
商
人
1
1
地
主
…
…
⑱
の
亜
型
と
し
て
把
握
す
べ
き
か
も
知
れ
ぬ
が
、
特
に
商
人
と
し
て
の
出
自
、
商
人
的
性
格
、
商
業
経
営
の
ウ
ェ

イ
ト
の
重
さ
、
地
主
経
営
に
お
け
る
前
者
と
の
一
一
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
指
摘
し
た
い
。
小
稿
も
そ
の
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

h
7
)

（

8
)
 

摂
津
型
農
民
…
…
戸
谷
敏
之
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
富
農
の
崩
芽
的
形
態
。
古
島
敏
雄
氏
ら
に
よ
っ
て
も
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。
中
堅
層
農

民
の
広
汎
な
展
開
、
そ
れ
を
支
え
る
年
季
奉
公
人
、

こ
れ
ら
は
相
互
に
全
く
排
除
し
あ
う
概
念
で
は
な
く
、
各
池
の
事
実
（
ー
史
料
）
は
右
の
類
型
の
複
合
・
混
融
形
態
と
し
て
も
出
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
発
展
・
衰
退
が
―
つ
の
型
か
ら
他
の
型
へ
と
転
換
せ
し
め
て
ゆ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
さ
し
く
事
実
1
1

史
料
は
余
り
に
も
複
雑
・
多
様
で
あ
る
。
併
し
複
雑
・
多
様
な
全
体
の
事
実
に
接
近
す
る
に
は
、
か
4

る
幾
つ
か
の
類
型
を
分
ち
つ

4

、
そ
の

典
型
と
想
定
さ
れ
る
家
に
つ
い
て
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
つ
く
つ
て
ゆ
く
こ
と
は
我
々
若
い
研
究
者
の
為
す
べ
き
第
一
の
作
業
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

こ
4

に
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
肥
後
国
天
草
郡
御
領
村
の
石
本
家

Il松
坂
屋
の
労
働
組
織
の
研
究
は
右
に
掲
げ
た
村
方
商
人
1
1
地
主
の
典
型

一
季
奉
公
人
、
日
分
け
（
日
割
り
）
奉
公
人
等
…
。
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幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
厨
用
関
係

本
家
の
労
働
組
織
の
解
明
に
力
を
注
い
で
み
た
い
。

二
六
五

C
e
n
t
u
r
i
e
s
 (Ee•H. 

R
.
,
 
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
.
 
t 

と
し
て
選
定
し
た
も
の
て
あ
る
。
即
ち
徳
川
期
封
建
社
会
に
お
け
る
商
品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
と
共
に
農
村
内
部
・
在
町
に
発
生
し
て
く
る
商

人
で
あ
り
、
諸
種
の
特
権
を
得
て
も
そ
の
特
権
の
内
容
が
所
謂
旧
来
の
都
市
特
権
商
人
と
は
相
当
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
も
っ
と
も

封
建
権
力
と
の
妥
協
・
結
托
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
程
、
都
市
特
権
商
人
的
性
格
に
近
接
し
て
ゆ
く
）
。
殊
に
商
業
取
引
、
貸
付
の
み
で
な
く
、
商
品
生
産
・

連
漕
業
・
地
、
主
経
営
等
に
多
面
的
な
発
展
を
遂
げ
て
い
て
、
徳
川
中
期
以
降
に
お
け
る
生
産
と
流
通
の
―
つ
の
型
が
彼
等
に
休
躙
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
地
域
に
よ
り
、
ま
た
商
業
取
引
・
商
品
生
産
等
の
内
容
に
よ
っ
て
種
々
差
異
は
見
出
し
得
る
に
せ
よ
、
巨
視
的
に
は

一
応
右
の
概
念
を
以
て
お
さ
え
得
る
も
の
が
各
地
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
央
地
帯
で
は
山
城
国
乙
訓
郡
神
足
村
の
岡
本
家

(
9
)

（

lll)

（

11)

（

12) 

1
1
油
屋
、
東
北
辺
境
地
帯
で
は
羽
州
村
山
郡
大
蕨
村
の
稲
村
家
、
同
平
鹿
郡
増
田
村
の
石
田
家
、
吉
里
々
々
の
前
川
家
な
ど
、
西
南
辺
境
地
帯

で
は
出
雲
大
社
町
の
大
年
寄
•
藤
間
家
1
1
藤
間
屋
、
豊
前
行
事
村
の
玉
江
家
1
1
飴
屋
、
筑
後
田
主
丸
町
の
林
田
家1
1
手
津
屋
‘
肥
前
小
浜
の
本

多
家
1
1
岡
崎
屋
・
駿
河
屋
、
薩
摩
指
宿
の
浜
崎
家
な
ど
多
く
の
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
そ
の
経
営
の
発
展
に
応

じ
て
広
汎
な
管
理
組
織
・
労
働
組
織
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
家
と
の
比
較
•
関
連
づ
け
は
後
日
の
問
題
と
し
て
今
は
天
草
石

注
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~2} (2) 

土
屋
喬
雄
著
、

日
本
資
本
主
義
史
綸
集
第
一
篇
の
う
ち
特
に
第
二
、
維
新
前
後
の
日
本
農
業
に
於
け
る
賃
労
鋤
゜

て
は
古
島
敏
雄
著
、
近
世
日
本
農
業
の
栂
造
、
第
四
篇
第

1

一
章
第
五
節
、
地
主
手
作
経
営
の
時
代
的
性
格
。

大
塚
久
雄
氏
が
「
賃
銀
労
働
者
の
雇
用
」
に
つ
い
て
『
問
題
は
、
雇
用
者
自
身
の
歴
史
的
性
格
の
如
何
に
存
す
る
』
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
（
近
代
欧
洲
経
済
史
序
説
上
ノ
ニ
、
二
四
四
頁
）
。
藤
田
五
郎
氏
の
豪
農
経
営
と
そ
の
雇
用
関
係
の
と
り
あ
げ
方
も
重
要
で
あ
ろ
う
（
封
建
社
会

の
展
開
過
程
第
三
章
）
。

④
筆
者
が
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
作
り
つ
つ
あ
る
大
隅
国
高
山
郷
守
屋
家
は
そ
の
事
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
〔
幕
末
に
お
け
る
薩
藩
郷
士
の
農
業
経
営
と
下
人
（
九

大
経
済
学
研
究
十
九
ノ
一

1

一
）
、
郷
士
手
作
に
お
け
る
畑
作
の
態
様
、
（
九
大
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
六
号
）
、
薩
藩
郷
士
の
手
作
に
お
け
る
労
働
の
態

様
（
九
州
経
済
史
論
集
第
三
巻
所
収
）
、
幕
末
期
薩
藩
に
お
け
る
一
上
層
郷
士
の
労
鋤
組
織
（
本
庄
栄
治
郎
博
士
古
稀
祝
賀
記
念
論
文
集
所
収
）
参
照
〕
．
o

固
古
島
敏
雄
著
、
近
批
日
本
農
業
の
構
造
、
第
四
篇
第
一
章
。
森
嘉
兵
衛
、
旧
仙
台
藩
の
名
子
制
度
（
社
会
政
策
時
報
1

―
1
0号
）
仙
台
藩
松
川
村
鈴
木

家
の
名
子
制
度
（
岩
手
大
学
学
芸
学
部
年
報
第
二
巻
）
旧
南
部
領
九
戸
郡
に
お
け
る
一
地
主
の
研
究
（
社
会
経
済
史
学
八
ノ
七
）
奥
羽
地
方
に
お
け
る
農

業
経
営
の
研
究
（
同
士
―
一
ノ
七
・
八
）
近
世
奥
羽
地
方
に
お
け
る
名
子
制
度
に
就
い
て
（
同
十
一
1

一
ノ
十
一
・
ニ
）
。
有
賀
喜
左
衛
門
著
、
南
部

1

一
戸
郡
石
神

村
に
お
け
る
大
家
族
制
度
と
名
子
制
度
、
日
本
家
族
制
度
と
小
作
制
度
等
々
。

6
 

7
 

⑧
 ，
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u
 

(3) 

藤
田
五
郎
著
、
近
世
経
済
史
の
研
究
、
六
頁
。
近
批
封
建
社
会
の
構
造
、
第
三
章
参
照
。

戸
谷
敏
之
著
、
近
批
農
業
経
営
史
論
、
一1-―
—
四
頁
。

古
島
敏
雄
・
永
原
慶
二
、
商
品
生
産
と
寄
生
地
主
制
、
特
に
一
七
一

1

一
頁
以
下
。

足
立
政
男
著
、
近
世
在
郷
商
人
の
経
営
史
。

伊
豆
田
忠
悦
、
東
北
後
進
地
帯
に
お
け
る
在
方
荷
主
の
形
態
と
商
品
生
産
（
社
会
経
済
史
学
第
二
十
一

1

一
巻
第
三
号
）
。

半
田
市
太
郎
、
秋
田
藩
に
お
け
る
在
郷
商
人
の
生
成
と
発
展
（
犀
史
、
第
七
輯
）
。

板
沢
武
雄
、
南
部
藩
に
お
け
る
沿
岸
富
豪
の
一
形
態
（
歴
史
地
理
、
八
七
巻
一
・
ニ
号
）
。

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
服
用
関
係

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

そ
れ
に
対
す
る
強
力
な
批
判
と
し
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六
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幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

問
題
の
限
定
と
史
料

第
三
•
四
号

1

一
六
七

享
保
期
（
一
七
一
六
ー
―
―
―
五
）
を
劃
期
と
し
て
九
州
地
方
に
も
商
品
・
貨
幣
経
済
が
相
当
深
く
浸
潤
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
中

に
あ
っ
て
、
辺
境
天
草
島
の
御
領
村
石
本
家
も
商
人

11銀
主
（
金
貸
）

11地
主
と
し
て
目
ざ
ま
し
い
発
展
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
家

の
経
営
形
態
や
経
営
の
内
容
に
つ
い
て
は
今
迄
に
も
屡
こ
取
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ゞ
殊
に
そ
の
多
面
的
・
未
分
化
的
性
格
に
つ
い

て
は
注
意
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
商
品
取
引
・
高
利
貸
付
・
国
産
物
取
扱
•
長
崎
貿
易
へ
の
タ
ッ
チ
な
ど
と
共
に
天
草
島
全
域
、
島
原
藩
領
内
に
も
わ

た
る
地
主
経
営
（
小
作
料
収
取
、
塩
浜
を
も
含
む
）
、
微
弱
と
は
一
云
え
手
作
の
連
続
、
製
蛾
業
・
酒
造
業
の
経
営
更
に
廻
漕
業
者

11船
持
商
人
と
し
て

の
活
躍
な
ど
諸
般
に
わ
た
っ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
管
理
組
織
・
労
働
組
織
も
そ
の
時
代
と
し
て
は
相
当
の
発
展
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

筆
者
は
さ
き
に
手
代
と
世
話
人

11小
作
管
理
人
に
つ
い
て
文
化
・
文
政
年
代
を
中
心
に
考
察
し
た
が
今
後
労
働
組
織
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
と
思
う
。
石
本
家
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
概
要
に
つ
い
て
は
さ
き
に
大
雑
把
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
ゞ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

小
稼
で
は
さ
し
づ
め
労
働
組
織
の
重
要
な
部
分
を
占
め
る
定
居

(11奉
公
人
）
ー
下
人
・
下
女
に
限
り
窺
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
主
に
依

拠
す
る
と
こ
ろ
の
史
料
は
石
本
家
の
諸
記
録
に
「
日
雇
帳
」
と
略
称
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
第
1
表
に
示
し
た

諸
帳
簿
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
記
帳
方
法
を
徐
々
に
発
展
せ
し
め
て
お
り
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
代

i
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
の

「
日
雇
並
船
方
指
引
帳
」
が
最
も
詳
し
く
な
る
（
天
保
・
弘
化
年
代
の
日
雇
帳
は
き
わ
め
て
薄
く
、
そ
の
内
容
も
不
完
全
な
も
の
4

よ
う
で
あ
る
）
。
日
雇

大
略
を
示
せ
ば
次
図
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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二
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一
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〗
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翌
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、
長
崎
の
者

本 家 幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
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11地
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の
麗
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関
係

喜

戸
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了

手

代
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代
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瀬
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店
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島
原
出
店
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石

n

マ
ゴ
マ

並
船
方
指
引
帳
て
は
定
居

(11奉
公
人
）
細
々
日
雇
（
以
下
に
述
べ
る
諸
種
の

日
麗
以
外
の
雑
多
な
も
の
）
、
米
打
旦
雇
，
籾
摺
日
雇
・
茶
摘
日
雇
．
穂
取
日

雇
（
及
び
図
〗
取
日
雇
）
、
加
勢
人
・
日
雇
（
日
文
屈
人
）
〔
他
の
史
料
に
定
日
雇
と

種別

史 / 名 1 年ー一 代 1形式 1冊数

下人主事改覚Fl記帳 朋 ー和 ， ー長帳 l1 

下人ふ事並ひ用覚帳 安 永 2 I// 1 

男女 ま 、 事 ひ 用 帳 1 安 永 3 // 1 

男女日一門竺L安 永 4-1 // 1 
男女 H 雇帳安永5,6. 天朋 3 グ 3 

H 用覚 H 記安永 8, 9, 10 i // i 3 -

-- 1天朋 5,6,7,8, 9 ---

帳寛政 2,3,4,5 1天保 15.’叫化::； // 
箕政 8, 9, 10, 11, 12 

H雇並船方指引控帳 文化 3,4,5,6,7,8, // 1 

10, 12, 13 I i 

第 ー 表 史 料 の

第
二
十
三
巻
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1
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号
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幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

雇
を
出
す
家
の
性
格
が
き
わ
め
て
把
握
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

一
六
九

そ
う
し
て
こ
れ
ら
を
補
う
作

見
ゆ
る
も
の
や
、
名
子
・
「
出
入
」
或
は
世
話
人
・
繊
絞
り
・
大
工
・
左
官
・
石
工
・
大
鋸
等
の
職
人
も
含
む
〕
更
に
船
方
・
借
舟
と
順
次
に
夫
々
の
座
を
設

け
、
各
人
毎
に
勤
め
の
月
・
日
・
作
業
種
別
・
日
数
を
簡
単
に
記
載
し
、
賃
銭
の
支
払
•
取
替
•
前
貸
．
差
引
に
つ
い
て
は
或
る
程
度
詳
し
く

記
載
す
る
。
も
っ
と
も
寛
政
十
年
代
の
日
雇
帳
よ
り
以
前
に
遡
る
と
数
人
を
除
い
て
は
一
般
に
賃
銭
の
支
払
や
差
引
等
に
つ
い
て
の
記
載
は
見

え
な
い
。
又
安
永
初
年
代
で
は
船
方
に
関
す
る
記
事
を
欠
い
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
労
働
（
作
業
）
の
種
別
・
日
数
を
明
確
に
し
、
賃
銀
支

払
の
基
準
と
し
た
帳
簿
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
こ
の
史
料
に
望
む
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
た
と
え
ば
奉
公
契
約
の
諸
条
件
を
窺
う

た
め
に
は
奉
公
人
請
状
の
如
含
史
料
が
形
式
的
と
は
一
云
え
最
も
良
い
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
帳
簿
に
は
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
し
、
奉
公
人

請
状
自
体
も
残
念
乍
ら
現
在
ま
で
一
通
も
見
出
し
得
な
い
。
ま
た
各
種
の
帳
簿
に
奉
公
人
に
関
す
る
断
片
的
記
事
を
見
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
漉
大
な
史
料
の
中
に
見
ゆ
る
す
べ
て
の
記
事
に
眼
を
逓
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
雇
帳
を
他
の
諸
帳
簿
と
連
関
さ
せ

組
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
と
思
う
が
、
こ
の
点
も
史
料
の
厖
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
感
が
あ
り
、
未
だ
ま
と
め
る
段
階
に
は

至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
他
方
石
本
家
の
厖
大
な
史
料
に
拘
わ
ら
ず
そ
の
殆
ん
ど
が
石
本
家
自
体
の
経
営
史
料
で
あ
っ
て
石
本
家
の
所
在
地
た
る

御
領
村
乃
至
佐
伊
津
村
の
村
方
史
料
は
全
然
と
一
云
つ
て
い
い
程
残
存
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
村
落
内
部
の
構
造
、
殊
に
石
本
家
を

め
ぐ
る
家
相
互
間
の
関
係
を
知
る
手
掛
り
は
き
わ
め
て
乏
し
い
と
一
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
労
働
組
織
の
上
で
も
石
本
家
に
奉
公
人
や
日

こ
う
し
た
史
料
の
欠
陥
と
限
界
を
充
分
認
め
、

業
は
後
日
に
残
し
て
、
こ
4
で
は
「
日
雇
井
船
方
差
引
帳
」
ー
限
界
を
認
め
た
上
で
し
か
も
な
お
す
ぐ
れ
た
史
料
と
云
い
得
る
と
思
う
ー
を
基
礎
に
し

て
、
文
化
年
代
を
中
心
に
石
本
家
の
労
働
組
織
、
特
に
「
定
居
」
と
一
云
わ
れ
た
奉
公
人
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
文
化
年
代
を
選
定
し
た

第

11+11一巻

第
三
•
四
号



文
化
年
代
に
お
け
る
「
定
居
」
奉
公
人

②
簡
単
に
は
前
掲
拙
稿
、
経
営
形
態
の
一
考
察
、
―

1
0四
頁
の
表
を
参
照
。

も
文
化
年
代
を
中
心
に
考
察
を
続
け
て
き
た
ー
、

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

こ
と
は
多
分
に
便
宜
的
で
あ
っ
て
、
最
大
の
発
展
期
と
伝
え
ら
れ
る
五
代
勝
之
丞
の
時
代
で
あ
る
こ
と
ー
ー
そ
う
い
う
点
か
ら
私
た
ち
の
共
同
研
究

ま
た
史
料
が
前
述
の
如
く
寛
政
十
年
以
降
詳
細
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
一
本
え
ば
云
え
る

〔
但
し
享
和
元
ー
文
化
一
一
年
ま
で
欠
除
し
て
い
る
の
で
文
化
三
年
以
降
を
と
り
あ
げ
る
〕
。
併
し
安
永
・
天
明
・
寛
政
各
期
に
つ
い
て
も
右
本
家
の
経
鴬
形

態
の
発
展
に
即
し
て
そ
の
労
働
組
織
を
今
後
解
明
す
べ
き
計
画
は
立
て
て
い
る
。
た
ゞ
史
料
の
厖
大
さ
と
能
力
の
不
足
が
今
は
文
化
年
代
に
限

注

(1) 

石
本
家
に
関
し
て
は
次
の
如
き
諸
論
文
が
あ
る
。
宮
本
叉
次
、
天
草
石
本
家
研
究
の
意
義
と
九
州
在
郷
商
業
資
本
の
性
格
。
吉
田
選
也
、
石
本
家
略
史
。

服
藤
弘
司
、
石
本
家
と
寛
政
八
年
の
百
姓
相
続
方
仕
法
。
藤
本
降
士
、
石
本
家
の
土
地
経
営
。
篠
藤
光
行
、
村
方
商
人
の
性
格
と
製
螺
業
。
武
野
要
子
、

近
枇
長
崎
に
於
け
る
貿
易
業
。
秀
村
、
石
本
家
の
経
営
形
態
に
関
す
る
一
考
察
（
以
上
以
れ
も
九
大
・
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
第
三
•
四
合
併
号
所

収
）
。
藻
本
、
近
枇
天
草
に
お
け
る
新
田
刈
分
小
作
（
宮
本
叉
次
網
、
農
村
構
造
の
史
的
分
析
、
所
収
）
。
武
野
、
薩
藩
琉
球
貿
易
と
貿
易
商
人
石
本
家
の

関
係
（
九
州
経
済
史
論
集
、
第
二
巻
所
収
）
。
秀
村
、
幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
の
手
代
と
小
作
管
理
人
（
九
大
、
経
済
学
研
究
ニ
―
―
ノ
一
）
藤

本
、
近
枇
天
草
に
お
け
る
商
人
地
主
の
形
成
に
つ
い
て
（
福
岡
大
学
商
学
論
叢
、
第
二
巻
第
一
号
）
な
ど
。

右
本
家
で
は
奉
公
人
を
「
定
居
」
と
一
云
い
、
ま
た
下
人
（
下
男
）
・
下
女
と
云
つ
て
い
る
。
前
述
の
如
く
各
年
度
の
「
日
雇
並
船
方
指
釘
帳
」

で
は
最
初
に
「
定
居
」
の
座
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
文
化
一
―

-i十
三
年
（
一
八

0
六
ー
一
六
）
の
「
定
居
」
奉
公
人
を
示

つ
て
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
屑
用
関
係

1

一七

0



第 2 表 文化年代における「定居」奉公人

門

釦

ん

す

つ

ん

さ

松

る

つ

し

ら

七

船

郎

八

作

郎

~
~
治
治

み

四

度

勢

と

二左茂

ciW
き

ゃ

な

麟

ひ

伊

ほ

g
ょ

お

新

ぼ

兵

了

市

秋

郎

m
輝

仁

方

[

-

輝
こ
虹
泣
[
[
雪

書
弟
勘
方
〗
人

入

，

蠍

内

弟

毘

下

悴

，

郎

門

人

事

治”
 

輝

悴

勤

2

枠

吉

碑

梵

治

悴

衛

伶

下

畑

5

如

年

m
呼

ば

'

,

'

兵

七

勤

村

此

下

叡

長

町

年

9
町

碑

紅

柱

恒

門

久

う

休

村

枯

う

村

村

七

内
村
，
楓
，
ー
，
衛
根
，
棗
Q
A向
原
崎
匡
原
津
〗
〗
戸
言
暉
原
麻
呻
虚
蘊
序
繹
回

村

村

新

店

，

頑

眺

内

左

木

田

原

入

内

内

荒

広

浜

引

茂

六

茂

野

城

新

茂

六

釘

口

小

郎

下

釘

犬

伊

釘

舟

佐

嶋

佐

佐

口

茂

城

茂

六

c
e
 .
.
.
 

｀
三
三
河
瀬
田
[
[
「
〗
'

|

．

o
．

④

年

）

m5 

年

）

4

卯

8

度

3

6

レ改

（

化

寅

1

8

0

-

i

l

年

女

（

I奉公人 I勤日数 1 備

藤右衛門 1 1 年 1寛政11年2月晦日入家

千作 1 年
I 

：右四衛~ I ; : 
了八 1 年

かや

ゆき

きん |1 年

季

＞

＞

年

年

年

年

年

年

日

日

04 

2

0

1

 

半

く

く

1

1

1

1

1

1

し

即

し

ん

作

す

郎

郎

作

八

作

郎

助

や

治

治

治

の

ょ

澤

よ

み

迩

お

秋

兵

千

了

市

秋

．

瘤

1 年

<15 日＞

1 年

考

文化2年10月14日入家

文化2年4月13日入家

文化元年9月15日入家～本年6月15日迄

文化2年9月9日入家～本年3月25日迄

文化2年11月1日より勝之丞疱蒼養生のた
め島原有家へ渡海，本年1月15日帰国，定
居となる

文化2年8月3日入家～本年1月14日迄

1月20日迄

5月13日～11月末迄

6月13日入家

9月20入家（文化4年日雇帳による）

7月11日入家

9月15日より定居

文化3年9年20日入家

文化3年12月25日入家．本年12月1日引取
12月21日～25日弟勤む

前年12月13日入家

1月15日引取

前年7月11日入家～本年9月13日迄

前年6月13日入家～本年9月23日迄

1 年 1月25日入家

[303日<277日＞ 2月21日入家

<113日＞ 9月朔日入家

<10 日＞ 10月21日入家半季約定，病気にて11月5日迄

<44 日＞ 11月5日入家

<104日＞ 9月13日入家（文化5年日雇帳による）

<170日＞ 6月10日入家

<76 日＞ 4月13日参り勁む～6月29日

<53 日＞ 6月27日ググ～8月21日

22日<20日＞ 8月22日入家～9月13日引取

1383日<353日＞

383日<333日＞

384日<359日＞

68日<46日＞ 3月8日引取

<15日＞ 12月18日再入家〔8月～11月のH雇日数を
も含む〕

舟津 伊勢松 209日<188日＞ 9月25日引取

本戸山口鸞譴畠 ぉとら 前年9月13日～本年6月20日迄．凡10ヶ月

釘原．権兵衛娘，店勤 ひ さ 1 年久助口入

釘原 きん 1年<372日＞

1文化5年
伝道（でんどう） は る <183日＞ 前年9月1日～3月12日迄

辰
浜田，林蔵娘 （よ し） 14日<3日＞前年11月入家，本年1月14日病気引取

(1808) 山木．順作悴 （千 作） 24日<16日＞ 1月24日迄記録あり，後は不明(?)

佐伊津村，蠍メ 新 七 <231日＞

浜田，了吉娘 れ つ 383日<350日＞前年12月28日入家

佐伊津村名了長し1 口入，
畔娘 く に 181日<172日＞半季， 3月16日入家～8月19日引取

佐伊津村名了長し1 口入 八重 蔵 237日<228日＞ 3月24日入家

勝芝郎姥 おくら 6月25日入家～9月16日朝引取る

大島安右衛門娘 （か ね） ＜17 日＞ 9月23日入家～10月10日引取

順作娘 は る <100日＞ 9月18日入家

荒河内村住人
野頭，順作口入，•お鶴乳母 ゐ そ <62 日＞ 10月27日入家

福連木村，源右衛門娘 お鶴乳挺 9月29日入家～11月3日引取

螂 1治 作 65日<62日＞ 10月26日蘊知入家
l l 

茂木根，長七悴．酒方 ①兵治 郎 1 年

城内，新七枠 R了 八 1 年

茂木根．兵治郎弟 ⑧市 作 1 年

六田，国八悴 ④秋 治 郎 1 年

1年
釘原 ⑥治 作 355日<322日＞

1文化6年
佐伊津村 ⑥八重蔵 1 1 年

佐伊津村，繊絞り ⑦新 七 <208.5日＞ 2月6日より
已 釘原．権兵衛娘．久助口入⑧ひ さ II 年

(1809) 
浜田．了吉娘，店勤 ⑨れ

浜田，保｛碑 ⑲じ ~.· 1185~日 <177:＞ 2月3日入家～8月7日引取，紅

城内，了八妹 ⑪く に 9 | 8月8日入家～年末

山軒．順作娘 ⑲は る 1 年

荒河内村．野颯順作口入
乳母 ⑬ゐ そ 1 年

・I釘原 ⑭き ん 38日<33.5日＞II月1日～2月10日迄

茂木根，長七粋，酒方 兵治郎 355日<272日＞＇

城内．新七悴，新右衛門
批話前 了八 355日<297日＞

茂木根，兵治郎弟 市 作 <254日＞正月～9月19日（他に12月に2日間）

六田，国八悴 秋治郎 <222日＞

佐伊津村 八 恵 蔵 1年 355日

佐伊津，蟻絞 新 七 <21 日＞ l正月～2月2日

釘原 治作 1 年

荒河内村野口産．野頭
順作口入．お鶴乳母 ゐそ 1 年

山軒，順作娘，勝三郎守．
下女 は る 約 1 年正月～12月4日病気引取

城内了八妹，下女 く に 1 年文化6年8月8日入家

先年相勁候市重郎
1文化7年野頭．万治口入

巳女 し も 188日<178日＞文化6『12月26日入家～4月23日不快に付
引取． 月8日～10月14日引取

午 佐伊津，権頭讐 ょ し 1 年 1月15入家～8月26日より分家店之勁

⑱頂j
勤下女 （妹すわ病気のための人代である）

佐伊津村利久蔵作， 6月28日入家～9月2日用向二付宿元へ引
新兵衛弟 清七 <64 日＞

取

オ津，利久蔵悴，佐内事 半治郎
（新兵衛卜改名） <226日＞ 1月23日入家～5月期日迄

山ノ木．出来蔵娘
勝三郎守

よ し 180日<170日＞ 4月4日入塁～10月4日引取
< 66日＞ 11月13日入 ～文化8年1月14日迄

山ノ木順作悴 千 作 <221日＞正月～9月17日宿元へ引取
（日数は11月～12月に15日，前年12月日雇23日を含む）

繊／和吉 <146.5日＞ 2月14日～9月6日
(11月～12月5.5日間を含む）

釘原 きん <24 日＞ 2月7日～2月30日
<156日＞ 6月21日～12月30日

堤田，市八悴 民 八 <174日＞闘翡I閉羹畠『
隣 惹右二門 <186日＞ 5月18日より

犬崎，三左衛門後家 か や 12月朔日より来年2月27日迄 <86日＞

年度 I 肩 書 I奉 公 人 I勤日数 1 備

茂木根，長吉悴，酒方．下人 兵治郎 236日<225日＞ 8月3日病気宿元へ引取

城内，新七悴，下人 良 八 384日<347日＞

佐伊津村，下人 八重蔵腿4日<375日＞

釘原，下人 治作 384日<373日＞1

荒河内村野口，乳母 ゐ そ 1 年

六田，国八怜下人 （秋次郎） ＜28 日＞

山ノ木．出来蔵娘，下女 ち ょ 半 季 2月1日入家～関2月22日引取
3月10日勤～8月7日引取

引坂，下女 き く 345日<324日＞ 2月11日入家

下人 憲右衛門 <277.5日＞

佐伊津村船津，権三郎娘 （日数中前年度8月の 5日間日雇を含む）
店下女 す わ 384日<376日＞正月～4月は富岡詰

1文化8年城内，良八妹 く に 2月7日まで，他に3月に12日間勤め3月

末
16日引取

釘原，権兵衛娘，新宅下女 1 津 ゐ 半 季 1月～5月12日
(1811) 

野頭，豊次娘，おゑつ守 か や ＜62 日＞ 10月27日入家

金郎娘．逸八口入 まつ ？ 
5月13日入家～5月27日引取

新宅下女 ほかに7月に4日間新宅勤

大島，はる，八重八口入，
新宅下女

ふ で 114日<108日＞ 9月6日入家

山ノ木，順作悴 （千 作） ＜24 日＞ ［或は定居でなく日雇か？）

堤田，市八枠 民吉（民八）祁4日<345日＞文化7年12月19日本家に入家

二江村，おじつ乳母 そ て <103日＞ 2月23日入家～5月7日迄勤

広瀬村栄助口入，本戸今
釜，おじつ乳母

さ や ＜173日＞ 7月6日入家～12月

野頭，善太郎娘八重八ロ
入，新宅下女

し も 半 季 勤 5月28日入家～11月28日引取

●I犬崎三左衛門後家，乳母か や 前年12月1日～本年2月27日<86日＞

佐伊津村，太作口入 銀 助 360日＜認5日＞ 1月25日入家

佐伊津村，太作批話 吉左衛門 360日<329日＞ 1月25日入家

二江村，大島店乳母口入 ふ く <57 日＞ 9年6月12日新宅へ入家， 12月21日店下女
〔12月21日
~2月27日） 引取のため店之勤となる

さん <154日＞
2月26日入家～8月3日迄， 4日より新宅
勤

さや 232日<166日＞
文化8年7月6日入家，本年は1月， 2月
7月～12月

（き く） ＜14 日＞ 3月17日入家

（さ や） ＜16 日＞ 1月ノミ

し も <57 日＞ 6月13日～7月15日新宅勤
7月15日昼後～8月10日店之勤

か ね <219日＞ 文化9年2月28日入家， 6月29日引敢

き ん ・・・ 文化9年11月26日入家， 6月13日引取
（その後， 7月～12月は<15日＞あり）

庄太郎妹，おじつ守 す よ <112日＞ 文化9年8月27日入家， 7月10日引取

工，乳母口入 I （き く） ＜10 日＞ 5月27日入家～6月7日

野頭，与之助口入 か や 239日<216日＞ 5月28日入家

っ ょ 179日<163日＞ 6月17日入家

宮田村生，利兵衛殿世話 み を
勘十郎乳母 （や？）

192日 7月17日入家

ばゞ （馬場），栄作娘 し ず <49 日＞関11月11日～12月晦日

:1杉山 ． ま き <325日＞
憲右衛門 <319日＞

佐伊津村 吉左衛門 354日<306日＞文化10年1月25日入家

山ノ木新七悴，側乍口入 新 七 351<33l> 1月4日入家

〇 下男 宗 七 （文化12年文誌による）

〇 下男 金次郎悴 （同 上）

〇 下男三次 （同 上）

に化1碑
宮田村，梅本理兵衛口入

乳母
み や 文化1“戸月17日入家

亥 島原有田村，乳母 う ゑ 文化1吟 璃11月2日有家泉屋にて入家
(1815) 泉屋世話

杉山栄七娘，乳母 と く 文化11年11月16日入家

元来店下女 ま き 354日 文化10年1月1日入家

辺田，源左衛門娘 は つ 半 季文化11年12月9日入家～6月15日引取

馬湯，栄作娘 し も 1 年文化11年12月9日入家～12月17日引取

六田，市十郎娘 き く <120日＞ 8月28日入家～12月迄

新宅下女 ま つ半季＋半季文化l()&jel2月2日入家

佐伊津村 吉左衛門 <360.5日＞

山ノ木噺七悴，仙作口入 新 吉 <325.513> 

元来店下女 ま き <338日＞ 12月8日引取

馬湯，栄属 し も <169日＞ 1 1月7日入家～7月14日引取

市十郎娘 き く <344.5日＞

饂 13年 乳母，嶋原有家つ ゑ

子杉山，栄七娘，乳母 と く 一
(1816) 新宅下女ま つ <138日＞

小串，五伊叫 じ つ I半 季

佐伊津村，権三郎娘
店下女

本戸今釜，広瀬村栄助口
入，おじつ乳母

引坂，八重八口入

本戸

文化10年野頭，熊蔵娘

酉
(1813) 五，勘十郎乳母

国八娘

考

::，這-門娘 I ! 
新宅下女 と

＞
＞
 

日
日

81182 

く

く

つ

も

ら

1月12日入家～6月1日引取

6月27日入家～11月27日迄，ほかに製噸14
日

12月5日入家

7月26日入家，秋居り

6月10日～12月23日

（注〕

1.各年度「日雇並船方指引帳」により作成。

2.他の年度の指引帳その他の史料により記入した湯合は 0 印を附し備考欄に史料名を示した。

3. 「日雇」 （日々雇人）の座の中に入れられながらも明らかに「定居」と書かれたものがあり（後

日の記入のためか）この場合は④印を以て示し．同様に「日雇」の座の中で「定居」と取扱う

べく推定されるものは•印を附して此の表の中に加えた。

4．勤め日数は原史料のまり病気，遊．その他休日も入れて録しく＞内に実際の労慟日数を示し

た。なお2年にまたがり日数の示されているのも史料のま上として備考欄に示した。

5. 「定居Jの中にも種々の事情できわめて短時日しか居なかつたものがあるので1ヶ月に充たぬも

のほ人名に（ ）を附した。たゞ彼等も「定居」として入家せることが他の日麗等と異るところ

であろう。

6.文化6年度は他の表とも関係があるので奉公人各人に香号を附した。
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な
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ど
ん
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よ
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前
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よ
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村
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史
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奉
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注

(1) 

四

1

一七

此
の
表
が
ど
の
程
度
実
態
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
て
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
文
化
十
二
年
「
文
誌
」
に
よ
れ
ば
下
男
は
吉
左
衛
門
•
新

吉
・
宗
七
・
金
次
郎
粋
・
―
―
一
次
の
五
人
で
下
女
は
三
人
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
日
雇
並
船
方
指
引
帳
て
は
下
男
は
吉
左
衛
門
•
新
吉
の
二
人
し

(

1

)

 

か
示
さ
れ
な
い
。
思
う
に
文
化
十
年
以
降
は
分
家
（
御
領
•
平
八
郎
家
）
や
、
佐
伊
津
隠
宅
の
設
立
の
事
情
が
あ
る
の
で
給
銀
の
支
払
な
ど
が
各

家
に
分
れ
て
全
容
を
窺
い
難
い
か
と
も
思
わ
れ
る
（
併
し
日
雇
は
こ
の
時
期
で
も
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

労
働
関
係
の
性
格
に
或
る
変

容
が
来
つ
4
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
今
後
の
研
究
に
委
ね
る
）
。
併
丁
ご
そ
れ
以
前
文
化
三

l
八
年
の
日
雇
並
船
方
指
引
帳
は
実
態
に
殆
ん
ど
近
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
殊
に
文
化
六
年
度
は
、
病
気
に
よ
る
引
取
の
事
情
が
無
い
の
で
、
も
っ
と
も
純
粋
な
形
て
窺
い
得
る
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)
 

大
体
に
云
つ
て
、
毎
年
下
人
が
五
ー
七
人
程
度
、
下
女
が
四
ー
七
人
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
文
化
六
年
度
を
中
心
に
「
定
居
」
奉
公
人

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
、
経
営
形
態
の
一
考
察
一
九
九
・
ニ

0
0頁
参
照
。

図
石
本
家
の
家
族
に
幼
少
の
者
が
い
た
の
で
、
此
の
中
に
は
「
乳
母
」
も
居
た
（
糸
図
よ
り
推
定
す
る
に
勝
一
一
一
郎
1
1
六
代
目
．
勝
之
丞
が
文
化
一
一
一
年
、
そ

の
弟
勘
十
郎
が
文
化
九
年
に
生
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
女
子
あ
り
）
。

1
1
下
人
・
下
女
に
限
つ
て
そ
の
性
格
を
窺
う
こ
と
＼
す
る
。

す
と
第
2
表
の
如
く
に
な
る
。

雇
用
関
係
の
成
立
と
雇
用
期
閻

第
二
十
一

1

一巻

第
一1
-
•四
号



と
し
て
勤
め
て
い
る
こ
と
が
屡
々
あ
る
。

右
の
例
に
も
兄
弟
（
妹
）
の
事
例
を
窺
い
得
る
が
、

⑤
旧
奉
公
人
子
女
の
入
家

が
あ
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。

小
作
人
の
子
女
に
つ
い
て
そ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
文
化
六
年
の
権
兵
衛
盆
釘
原
）
、
浜
田
の
了
吉
、
山
ノ
木
の
順
作
な
ど
、
い
づ
れ
も
零
細
な
土

地
で
は
あ
る
が
文
化
六
年
の
田
畑
作
得
帳
に
名
前
を
連
ね
る
小
作
人
で
そ
の
子
女
が
「
定
届
」
と
し
て
石
本
家
に
入
家
し
て
お
り
、
佐
伊
津
村
の

八
恵
蔵
、
新
七
は
い
づ
れ
も
「
定
居
」
当
人
が
佐
伊
津
村
に
て
畑
を
小
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
恐
ら
く
雇
用
期
間
中
は
実
際
の
耕
作
は
そ
の
家
族

右
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
て
あ
る
が
、
親
子
、
兄
弟
に
わ
た
り
右
本
家
の
「
定
居
」
奉
公
人

8
ぎ

ね

た
と
え
は
兵
治
郎
の
父
茂
木
根
の
長
七
は
天

な
い
〔
名
子
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
予
定
〕
。

②
出
自
ー
ー
名
子
と
小
作
人
ー
ー
ー

ど
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。

①
出
身
地

第
二
十
三
巻

第
一
―
-
•
四
号
ニ
七
1

1

請
状
な
ど
が
全
く
欠
除
し
て
い
る
た
め
に
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
4

に
は
諸
長
帳
に
よ
っ
て
窺
い
得
る
こ
と
を
若
干
指
摘
し
て
お
く
。

彼
等
は
殆
ん
ど
村
内
乃
至
隣
村
佐
伊
津
村
よ
り
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
も
近
村
の
荒
河
内
・
中
河
内
・
広
瀬
・
ニ
江
村
な

彼
等
の
う
ち
に
は
石
本
家
の
名
子
の
子
女
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
名
子
で
な
く
て
も
石
本
家
の
小
作
人
の
子
女
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
名
子
の
子
女
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
文
化
六
年
で
一
云
え

、、

ば
兵
治
郎
・
市
作
は
名
子
長
七
の
子
で
あ
り
了
八
•
そ
の
妹
く
に
は
い
づ
れ
も
名
子
新
七
の
子
女
、
秋
治
郎
は
名
子
国
八
の
子
、
ま
た
治
作
は

後
に
文
化
十
三
年
旦
雇
帳
に
よ
れ
ば
名
子
と
し
て
見
え
て
い
る
〔
い
づ
れ
も
御
領
村
内
の
名
子
で
あ
る
〕
。
し
か
も
後
掲
第
6
表
を
窺
つ
て
も
分
る

よ
う
に
、
定
雇
の
う
ち
で
も
も
つ
と
も
基
幹
的
な
も
の
は
か
4
る
名
子
の
子
弟
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
服
用
関
係



幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
属
用
関
係

ー
奉
公
人
は
い
か
な
る
出
自
の
者
で
ど
ん
な
事
情
に
よ
っ
て
石
本
家
に
雇
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
村
方
の
史
料
や
奉
公
人

雇

用

関

係

の

成

立

(2) 

注

(1) 

四

1

一七

此
の
表
が
ど
の
租
度
実
態
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
文
化
十
二
年
「
文
誌
」
に
よ
れ
ば
下
男
は
吉
左
衛
門
•
新

吉
・
宗
七
・
金
次
郎
粋
・
三
次
の
五
人
で
下
女
は
三
人
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
日
雇
並
船
方
指
引
帳
で
は
下
男
は
吉
左
衛
門
•
新
吉
の
二
人
し

(

l

)

 

か
示
さ
れ
な
い
。
思
う
に
文
化
十
年
以
降
は
分
家
（
御
領
•
平
八
郎
家
）
や
、
佐
伊
津
隠
宅
の
設
立
の
事
情
が
あ
る
の
で
給
銀
の
支
払
な
ど
が
各

家
に
分
れ
て
全
容
を
窺
い
難
い
か
と
も
思
わ
れ
る
（
併
し
日
雇
は
こ
の
時
期
で
も
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

労
働
関
係
の
性
格
に
或
る
変

容
が
来
つ
4
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
今
後
の
研
究
に
委
ね
る
）
。
併
し
そ
れ
以
前
文
化
三

i
八
年
の

H
雇
並
船
方
指
引
帳
は
実
態
に
殆
ん
ど
近
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
殊
に
文
化
六
年
度
は
、
病
気
に
よ
る
引
取
の
事
情
が
無
い
の
で
、
も
っ
と
も
純
粋
な
形
で
窺
い
得
る
よ
う
で
あ
る
。

(
2
)
 

大
体
に
一
云
つ
て
、
毎
年
下
人
が
五
ー
七
人
程
度
、
下
女
が
四
ー
七
人
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
文
化
六
年
度
を
中
心
に
「
定
居
」
奉
公
人

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
、
経
営
形
態
の
一
考
察
一
九
九
・
ニ

0
0頁
参
照
。

石
本
家
の
家
族
に
幼
少
の
者
が
い
た
の
で
、
此
の
中
に
は
「
乳
艇
」
も
居
た
（
系
図
よ
り
推
定
す
る
に
勝
三
郎
1
1
六
代
目
．
勝
之
丞
が
文
化
一

1

一
年
、
そ

の
弟
勘
十
郎
が
文
化
九
年
に
生
れ
て
い
る
。
こ
の
間
に
女
子
あ
り
）
。

1
1
下
人
・
下
女
に
限
つ
て
そ
の
性
格
を
窺
う
こ
と
4
す
る
。

す
と
第
2
表
の
如
く
に
な
る
。

雇
用
関
係
の
成
立
と
雇
用
期
間

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号



と
し
て
勤
め
て
い
る
こ
と
が
簾
々
あ
る
。

右
の
例
に
も
兄
弟
（
妹
）
の
事
例
を
窺
い
得
る
が
、

⑤
旧
奉
公
人
子
女
の
入
家

が
あ
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
）
。

な
い
〔
名
子
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
予
定
〕
。

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

二
七
―
―

請
状
な
ど
が
全
く
欠
除
し
て
い
る
た
め
に
不
明
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
＼
に
は
諸
長
帳
に
よ
っ
て
窺
い
得
る
こ
と
を
若
干
指
摘
し
て
お
く
。

彼
等
は
殆
ん
ど
村
内
乃
至
隣
村
佐
伊
津
村
よ
り
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
ほ
か
も
近
村
の
荒
河
内
・
中
河
内
・
広
瀬
・
ニ
江
村
な

彼
等
の
う
ち
に
は
石
本
家
の
名
子
の
子
女
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
名
子
で
な
く
て
も
石
本
家
の
小
作
人
の
子
女
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
名
子
の
子
女
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
文
化
六
年
で
一
云
え

、、

ば
兵
治
郎
・
市
作
は
名
子
長
七
の
子
で
あ
り
了
八
•
そ
の
妹
く
に
は
い
づ
れ
も
名
子
新
七
の
子
女
、
秋
治
郎
は
名
子
国
八
の
子
、
ま
た
治
作
は

後
に
文
化
十
三
年
日
濯
帳
に
よ
れ
ば
名
子
と
し
て
見
え
て
い
る
〔
い
づ
れ
も
御
領
村
内
の
名
子
で
あ
る
〕
。
し
か
も
後
掲
第
6
表
を
窺
つ
て
も
分
る

よ
う
に
、
定
雇
の
う
ち
で
も
も
つ
と
も
基
幹
的
な
も
の
は
か
4
る
名
子
の
子
弟
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

小
作
人
の
子
女
に
つ
い
て
そ
の
例
を
挙
げ
る
と
、
文
化
六
年
の
横
兵
衛
（
釘
原
）
、
浜
田
の
了
吉
、
山
ノ
木
の
順
作
な
ど
、
い
づ
れ
も
零
細
な
土

埴
で
は
あ
る
が
文
化
六
年
の
田
畑
作
得
帳
に
名
前
を
連
ね
る
小
作
人
で
そ
の
子
女
が
「
定
居
」
と
し
て
石
本
家
に
入
家
し
て
お
り
、
佐
伊
津
村
の

八
恵
蔵
、
新
七
は
い
づ
れ
も
「
定
居
」
当
人
が
佐
伊
津
村
に
て
畑
を
小
作
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
恐
ら
く
扇
用
期
間
中
は
実
際
の
耕
作
は
そ
の
家
族

右
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
て
あ
る
が
、
親
子
、
兄
弟
に
わ
た
り
右
本
家
の
「
定
居
」
奉
公
人

も

宮

ね

た
と
え
ば
兵
治
郎
の
父
茂
木
根
の
長
七
は
天

②
出
自
ー
|
名
子
と
小
作
人
ー
ー

ど
が
殆
ん
ど
で
あ
る
。

①
出
身
地 幕

末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
麗
用
関
係



幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
一
雇
用
関
係

明
三
年
（
一
七
八
一
一
一
）
以
降
毎
年
一
船
方
」
と
し
て
勤
め
て
届
て
（
長
吉
と
も
見
ゆ
）
寛
政
年
代
に
も
年
間
数
日
づ
＼
勤
め
て
い
る
こ
と
が
分
る
（
船

方
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
。
右
の
場
合
は
年
間
す
べ
て
石
本
家
の
船
に
勤
め
た
も
の
で
あ
る
）
。
或
は
安
永
二
年
（
一
七
七
一
―
―
)
「
下
人
主
事

並
ひ
用
覚
帳
」
の
下
人
「
は
な
し
米
田
」
の
新
七
、
安
永
三
年
「
男
女
ひ
用
帳
」
の
下
人
「
相
差
屋
ノ
」
の
新
七
、
い
づ
れ
も
そ
の
肩
書
の
意

味
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
の
名
子
新
七
と
推
定
さ
れ
る
。
若
し
、
そ
の
推
定
が
誤
り
で
な
け
れ
ば
前
記
文
化
二
年
以
降
石
本
家
に
勤
め
た
下

ヽ
ヽ

(
2
,

人
了
八
、
下
女
く
に
は
そ
の
子
で
あ
っ
た
わ
け
て
あ
る
。
ま
た
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
の
「
定
居
」
奉
公
人
国
八
（
一
月
一
日
i
十
一
月
二
十
日

ま
で
）
も
恐
ら
く
後
の
名
子
国
八
で
、
そ
の
子
秋
治
郎
は
文
化
三
年
九
月
よ
り
「
定
居
」
と
し
て
入
家
せ
る
も
の
で
あ
る
。
名
子
で
な
く
て
も

‘
 

文
化
七
年
の
「
先
年
相
勤
候
市
戴
良
娘
」
下
女
し
も
な
ど
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
奉
公
人
を
折
出
す
る
家
々
と
石
本
家
と
の
家
相
互
閻

に
は
長
期
に
わ
た
る
密
接
な
生
活
速
関
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
一
雇
用
関
係
も
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
そ
の
他
病
気
な
ど
の
事
情
で
引

取
り
兄
弟
が
勤
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
所
謂
人
代
で
あ
ろ
う
、
後
述
一
七
・
一
八
頁
参
照
）
。

債
務
と
雇
用
関
係
の
癒
着

彼
等
の
中
に
は
小
作
料
の
滞
納
や
借
銀
の
返
済
不
能
の
た
め
に
奉
公
に
入
る
場
合
が
相
当
あ
っ
た
と
思
わ
れ

(
3
A
 

る
。
滞
納
、
返
済
不
能
を
理
由
に
奉
公
に
入
る
旨
を
明
記
し
た
史
料
に
は
未
だ
接
し
な
い
が
、
奉
公
に
対
す
る
賃
銭
の
支
払
に
際
し
て
「
作
得

「
親
誰
某
貸
方
引
」
と
一
六
う
文
言
は
屡
;
見
る
と
こ
ろ
て
あ
る
。
た
と
え
ば
寛
政
十
一
年
に

奉
公
に
入
っ
た
秋
治
郎
は
同
十
二
年
暮
の
給
銭
支
払
の
際
、
差
引
分
の
一
っ
と
し
て
寛
政
八
・
九
・
十
・
十
一
の
「
四
ケ
年
畑
上
前
不
足
作
徳

(
4
)
 

帳
ふ
入
ル
」
と
あ
り
、
小
作
料
の
未
納
分
を
お
さ
め
て
残
額
が
給
銭
と
し
て
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
或
は
文
化
三
年
十
二
月
に
入
家

せ
る
惣
助
は
十
二
月
廿
六
日
に
銭
八
拾
匁
取
替
え
を
受
け
て
い
る
が
「
是
者
引
合
方
有
之
候
二
付
渡
方
減
少
」
と
註
記
さ
れ
て
お
り
、
翌
四
年

帳
面
仁
引
合
せ
」
・
「
小
前
か
し
方
帳
面
―
―
引
合
せ
」
、

(4) 

第
二
十
一

1

一巻

第
一
―
-
•
四
号
二
七
一

1-



第
二
十
一

1

一巻

第
一1
-
•四
号

暮
に
は
給
錢
の
う
ち
よ
り
右
の
取
替
分
と
文
化
一
―
一
年
度
の
畑
小
作
料
分
を
差
引
か
れ
、
し
か
も
そ
の
残
額
は
父
の
債
務
弁
済
に
充
当
さ
れ
て
い

(
5
)

（

6
)
 

る
の
で
あ
る
。
か
4
る
事
例
に
我
々
は
債
務
労
働
的
性
格
を
如
実
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

旦
雇
と
し
て
随
時
石
本
家
に
雇
用
せ
ら
れ
て
い
た
者
が
そ
の
後
「
定
居
」
奉
公
人
と
し
て
入
家
せ
る
例
は
屡
と
見
出

す
こ
と
が
出
来
る
。
帳
簿
の
上
で
も
「
日
々
雇
人
」
の
座
に
あ
る
者
が
途
中
で
「
定
居
」
（
奉
公
人
）
に
な
り
『
定
居
所
わ
入
ル
』
と
録
さ
れ
て

い
る
事
は
多
い
。
或
は
文
化
五
年
の
秋
治
郎
の
如
く
（
前
表
参
照
）
三
月
八
日
に
引
取
っ
た
が
八
月

i
十
一
月
の
間
は
時
々
日
雇
に
来
り
、
十

二
月
十
八
日
に
は
再
び
「
定
居
」
奉
公
人
と
し
て
入
家
せ
る
が
如
き
こ
と
も
あ
る
。
文
化
五
年
の
帳
簿
で
は
十
二
月
十
八
日
以
降
も
日
雇
と
し

て
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
翌
年
の
帳
簿
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
「
定
居
」
奉
公
人
と
し
て
の
再
入
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
云
え
る
こ
と

は
、
か
つ
て
長
く
下
人
1
1
定
居
と
し
て
勤
め
た
者
が
暇
を
取
っ
た
後
も
随
時
日
雇
と
し
て
出
入
り
し
た
例
も
多
く
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。

に
一
云
つ
て
ー
職
人
の
場
合
を
除
い
て
ー
奉
公
人
と
日
雇
と
の
性
格
上
の
差
異
は
殆
ど
な
く
、
事
情
に
よ
り
容
易
に
転
換
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

ロ
入
と
雇
用
関
係
の
性
格

入
家
に
際
し
て
は
誰
某
「
口
入
」
と
書
か
れ
或
は
請
人
の
名
が
録
さ
れ
て
い
る
例
が
屡
;
あ
る
。
さ
き
に
も

窺
っ
た
よ
う
に
名
子
や
コ
カ
タ
の
子
弟
が
入
家
し
た
こ
と
が
多
い
か
ら
、
そ
う
し
た
口
入
や
請
人
が
常
に
必
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
分
ら
な
い

が
、
併
し
名
子
新
七
の
悴
了
八
で
さ
え
名
子
新
右
衛
門
の
口
入
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。
概
し
て
名
子
（
新
右
工
門
・
長
七
・
八
重
八
：
）

の
口
入
に
よ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
勿
論
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。
文
化
四
年
二
月
に
属
用
せ
ら
れ
た
舟
津

の
伊
勢
松
に
つ
い
て
ー
こ
の
者
の
家
が
石
本
家
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
か
全
く
不
明
で
あ
る
が
—
‘

(6) ⑤
日
雇
よ
リ
の
転
化

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

1

一
七
阻

一
般



(2) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
一
雇
用
関
係

右
之
者
、
是
非
此
方
に
召
遣
ひ
呉
候
様
頼
御
座
候
得
共
、
再
三
相
断
申
候
処
、
若
哉
不
埓
之
儀
に
有
之
候
ハ
ヽ
、
請
合
方
か
夫
々
世
話
可
仕
段
、
強
而
被
相
頼

侯
二
付
、
壱
ケ
年
季
―
一
定
メ
召
遣
ひ
、
尤
給
銭
之
儀
は
、
下
人
並
、
尤
格
別
之
出
精
二
而
万
事
正
路
二
勤
方
有
之
候
へ
は
、
其
分
ハ
此
方
了
簡
有
之
候
段
、
幾

（
文
化
四
年
日
雇
船
方
指
引
帳
）
』

と
あ
る
。
右
の
史
料
か
ら
は
奉
公
人
を
「
是
非
」
或
は
「
強
而
」
石
本
家
に
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
そ
の
理
由
を
窺
う
こ
と
は
出
来
な
い

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
請
人
の
一
人
新
右
＝
門
は
名
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
4

る
強
い
頼
み
込
み
に
よ
る
入
家
の
場
合
で
も
、
給
銭
が

支
払
わ
れ
る
こ
と
、
し
か
も
「
下
人
並
」
と
い
う
一
種
の
客
蜆
的
な
標
準
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
ま
た
次
節

に
も
述
べ
る
よ
う
に
、
名
子
の
子
弟
だ
か
ら
と
云
つ
て
無
償
と
か
或
は
給
銭
か
他
の
者
よ
り
低
廉
な
こ
と
も
な
い
。
云
わ
は
石
本
家
の
雇
用
関

係
に
於
て
は
身
分
的
な
制
約
を
ま
つ
わ
ら
せ
つ
＼
も
、
単
な
る
扶
養
的
給
与
か
ら
貨
幣
給
付
関
係
ー
—
き
わ
め
て
徴
弱
な
が
ら
労
働
力
販
売
の

方
向
に
進
み
つ
つ
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
一
云
う
こ
と
は
ま
た
、
或
る
特
定
の
主
家
や
オ
ヤ
カ
タ
に
の
み
奉
公
す
べ
き
奉

公
人
で
は
な
く
奉
公
先
を
変
え
得
る
も
の
て
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
文
化
三
年
に
お
い
て
浜
田
の
よ
し
は
村
内
の
井
上
家
へ
奉
公

の
約
束
を
し
て
い
た
者
で
あ
っ
た
が
、
奉
公
前
に
石
本
家
に
日
一
雇
に
来
て
お
り
、
更
に
石
本
家
よ
り
井
上
家
に
交
渉
し
て
石
本
家
の
「
定
居
」

奉
公
人
と
な
っ
た
例
も
あ
る
の
で
あ
る
。

注

(1) 

年
代
を
遡
つ
て
も
、
旦
雇
帳
に
見
ゆ
る
下
人
1
1
定
居
の
八
重
八
（
天
明
六
年
以
降
）
勝
次
郎
（
同
七
年
以
降
）
虎
次
郎
（
同
八
年
）
金
次
郎
（
同
九
年

以
降
）
は
い
づ
れ
も
名
子
と
し
て
も
見
え
て
お
り
、
恐
ら
く
名
子
の
子
弟
が
下
人
と
し
て
奉
公
に
入
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

安
政
八
年
日
雇
鴬
日
記
。

右
エ
門
に
申
談
置
候

伊

勢

松

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

二
七
五

幾

右

ここ

『

舟

津

請

人

新

右

工

門門



⑦
文
化
五
•
六
・
七
年
、
日
雇
船
方
指
引
帳
゜

⑥
此
の
点
は
日
雇
の
場
合
も
同
様
の
事
情
を
見
出
す
こ
と
が
隈
々
で
あ
る
。

一
タ
一
二
百
廿
八
匁
八
分

右
者
父
金
左
ェ
門
借
用
、
只
吉
・
長
作
・
長
吉
引
請
二
相
成
居
候
内
二
引
合
セ
請
取
、
此
所
相
済
』

惣
助
殿
分

弓I

ニロ
I

百
式
拾
壱
匁
式
分

ヽ

，，，， 

四
拾
壱
匁
式
分

作
得
帳
面
か
入
ル

一
、
銭
八
拾
目

寅
年
畑
上
前

渡
ス

貨
十
二
月
廿
六

H‘

寓
H
一
雇
帳
か
入

内

固

『
此
給
銭
四
百
五
拾
匁

史
料
を
引
く
と
右
の
通
り
で
あ
る
（
文
化
四
年
旦
雇
船
方
指
引
帳
）
。

④
寛
政
十
二
年
日
雇
船
方
指
引
帳
。 呈

天
草
•
福
連
木
村
、
尾
上
家
文
書
。
午
（
寛
政
十
年
？
）
四
月
、
百
姓
相
続
方
取
斗
之
儀
二
付
伺
出
候
箇
条
答
書
〕
。

此
借
銭
代
リ
奉
公
致
候
も
の
、
元
銭
二
応
候
程
勤
候
ハ
ヽ
、
暇
遣
シ
可
申
事

(3) 

此
の
点
は
「
百
姓
相
続
方
仕
法
」
に
際
し
て
次
の
如
き
伺
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
充
分
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

『
少
分
之
貸
銭
並
買
物
代
払
方
滞
等
致
利
借
、
右
借
銭
代
リ
ニ
銀
主
方
に
年
久
敷
奉
公
仕
候
ハ
、
如
何
可
仕
哉
之
事

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

L 二
七
六



注

(1) 雇 (8) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

れ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
）
。

J
 

ーー（
 前

掲
の
表
で
も
分
る
よ
う
に
下
人
は
数
年
季
に
わ
た
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
殊
に
寛
政
十
一
年
に
入
家
せ
る
兵
治
郎
の
如
き
は
少
く
と
も
文

化
八
年
ま
て
居
た
こ
と
明
か
て
あ
る
か
ら
年
季
は
十
数
年
に
わ
た
る
わ
け
て
あ
る
。
下
女
は
数
年
季
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
る
が
そ
の
場
合
も
、

下
人
に
比
べ
て
概
し
て
短
期
で
あ
る
。
下
人
は
は
じ
め
よ
り
年
季
を
明
確
に
契
約
し
て
入
っ
た
も
の
か
否
か
不
明
て
あ
る
（
恐
ら
く
無
年
季
で

（

2

-

さ

つ

ぎ

お

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
）
。
併
し
半
季
は
す
べ
て
下
女
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
「
半
季
約
定
」
で
入
っ
た
も
の
ら
し
い
、
「
五
月
居
り
」
・
「
秋
居

り
」
の
下
女
は
安
永
年
代
の
旦
犀
帳
か
ら
見
え
て
い
る
。
ま
た
病
気
そ
の
他
の
事
情
に
よ
る
不
時
の
引
取
も
下
女
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。

年
季
中
病
気
そ
の
他
に
よ
り
休
ん
だ
時
は
そ
の
日
数
だ
け
給
銀
は
差
引
か
れ
〔
後
述
〕
、
或
は
そ
の
日
数
痘
度
の
「
勤
増
し
」
を
す
る
こ
と
や
、

(
5
)
 

代
人
を
以
て
勤
め
さ
せ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
入
家
後
数
日
ー
十
数
日
に
し
て
引
取
り
の
例
も
少
く
な
い
が
、
こ
れ
は
石
本
家
の
方
か
ら
解
雇
し

(
6
)
 

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

(
7
)
 

出
替
日
に
つ
い
て
は
表
で
も
見
る
よ
う
に
一
定
の
き
ま
り
の
日
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
。
（
年
末
の
出
替
り
が
比
較
的
に
見
ら

拙
稿
、
幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
の
手
代
と
小
作
管
理
人
、
九
二
頁
参
照
。

用

期

間

公
年
季
〗

承
知
二
付
、
定
居
下
ケ
札
記
ス
』

文
化
三
年
日
雇
船
方
指
引
帳
に
左
の
如
く
見
え
る
。

『
此
者
、
元
井
上
文
治
衛
門
殿
方
に
年
居
約
定
い
た
し
候
由
二
付
、
お
て
ひ
殿
を
以
、
此
方
下
人
二
相
成
候
様
、
相
談
お
よ
ひ
候
処
、
文
治
術
門
殿
被
致

第
二
十
三
巻

第
一
―
-
•
四
号
二
七
七



(7) 

船
方
指
引
帳
）
と
あ
る
。

9

.

 6
 

.~ 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

、、

文
化
四
年
日
崖
船
方
指
引
帳
、
ま
つ
の
項
。

第
二
十
一

1

一巻

第
三
•
四
沙

『
一
、
村
法
と
申
儀
、
無
御
座
侯
得
共
、
下
女
下
男
奉
公
人
之
儀
、
男
は
十
二
月
十
三
日
出
交
り
、
女
ハ
一
ケ
年
二
五
度
出
交
リ
仕
、
春
勁
ハ
十
二
月
廿

九
日
よ
り
四
月
朔
日
迄
、
五
月
居
と
唱
へ
四
月
朔
日
よ
り
半
夏
迄
、
夏
勤
ハ
は
ん
げ
よ
り
八
月
朔
日
迄
、
秋
勤
ハ
八
月
朔
日
よ
り
十
一
月
丑
之
日
迄
、

冬
勁
者
十
一
月
丑
之
日
よ
り
十
二
月
晦
日
ま
で
、
五
度
二
出
交
り
、
…
…
一
ケ
年
五
度
之
出
交
り
と
申
候
而
者
、
甚
夕
混
雑
仕
候
様
予
も
御
座
候
得
共
、

小
前
百
姓
共
差
支
候
節
ハ
、
一
ケ
年
召
担
候
も
出
来
兼
、
至
極
弁
利
よ
ろ
し
く
、
往
古
よ
り
仕
来
、
只
今
二
至
リ
村
法
之
様
相
成
居
申
候
』
（
中
村
正

夫
、
待
川
期
天
草
島
に
お
け
る
出
稼
の
諸
相
、
熊
本
大
学
教
育
学
部
紀
要
、
第
五
号
、
五

0
頁
所
引
）
と
あ
り
、
天
草
で
は
短
期
の
季
節
雇
は
往
古
よ

り
の
仕
来
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
（
但
し
石
本
家
の
場
合
必
ず
し
も
右
の
出
替
り
日
が
確
実
に
行
わ
れ
た
と
は
云
え
な
い
よ
う
で
あ
る
）
。

た
と
え
ば
文
化
四
年
に
お
け
る
丈
右
衛
門
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ー
ー
『
夫
年
十
月
十
四
日
致
人
家
候
二
付
、
当
十
月
十
四
日
迄
、
一
年
季
二
相
当
居

ま
た
文
化
四
年
の
惣
助
に
つ
い
て
は
『
（
勤
日
数
）
合
壱
年
之
積
、

候
得
共
、
七
月
廿
四
日
か
十
月
九
日
迄
凡
七
拾
五
日
、
病
気
二
付
凡
六
拾
一
日
勁
増
シ
、

t
一
年
季
二
成
ル
』
（
文
化
四
年
日
雇
船
方
指
引
帳
）
と
あ
る
。

（
文
化
七
）

た
と
え
ば
店
下
女
す
わ
に
つ
い
て
『
午
正
月
十
五
日
か
八
月
朔
日
迄
病
気
二
而
宿
元
へ
引
取
、
妹
勁
』
と
あ
る
（
文
化
八
年
日
雇
井
船
方
指
引
帳
。
）

但
此
内
段
々
病
気
有
之
候
二
付
、
大
体
之
病
ミ
迄
ハ
用
捨
致
候
得
共
、
余
程
下
之
病

気
故
、
勤
ま
し
候
様
申
遣
候
得
共
、
我
が
儘
二
て
勤
ま
し
無
之
、
用
二
立
不
申
、
弟
四
五
日
勁
方
仕
候
二
付
、
給
銭
出
し
下
ケ
遣
候
』
（
文
化
四
年
日
雇
井

ヽ

ヽ

こ

と

わ

り

寛
政
四
年
日
隕
帳
に
見
ゆ
る
下
女
さ
し
に
つ
い
て
は
、
二
月
十
日
人
家
・
閏
二
月
二
日
『
暇
逍
ス
』
、
同
五
日
に
『
断
二
付
又
々
召
遣
イ
』
と
見
え

る
。
主
家
の
事
情
や
不
都
合
の
奉
公
人
の
場
合
、
解
雇
す
る
こ
と
は
隅
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

御
領
村
在
郷
、
沢
井
虎
次
氏
（
明
治
十
一
年
生
）
は
じ
め
二
、
一
―
一
の
古
老
に
よ
れ
ば
、
明
治
期
で
も
き
ま
っ
た
出
替
り
日
は
無
か
っ
た
と
云
う
。

(5) (4) ③
後
年
で
あ
る
が
慶
応
四
年
辰
九
月
「
風
土
行
事
書
上
帳
」

(2) 

（
赤
崎
村
）
に
は
、

二
七
八



第 3 表 「定居」奉公人（文化 6 年度）の給付事情
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第 4表 文化 6年の物価
幕末期辺境における村方商人11地主の雇用関係

記載月日 物 価 (1匁＝19文）

月1.2日3 
籾 2 斗銭 30匁

2. 26 籾 1 俵 90 

3. 7 4斗 入 米 1 俵 150 

3. 7 御 蔵 米 1 俵 160 

3. 9 4斗 入 米 1 俵 138 

3. 21 櫨 俵 50 俵 15.8 

(1俵 6文）

4. 5 籾 1俵 (75斤） 75 

7.(?) 堺 酒 1 樽 277.9 

（＝銀48匁）

9. 18 天島綿 1 本 850 

9. 28'糧 籾 1 俵 75 

10. 11 籾 1 俵 75 

11. 15 グ 70 

11. 7 唐 芋 1 斤 15 

12. 13 広島綿 1 本 890 
I 

［備考）文化 6年諸色寄打帳により作成

rー一ーc
 

先
づ
文
化
六
年
度
に
お
け
る
奉
公
人
各
人
の
給
銭
に
つ
い
て
窺
つ
て
見
る
こ
と
4
す
る
。
も
っ
と
も
給
銭
の
支
払
、
或
は
そ
の
雇
用
期
間
内
の

取
替
は
数
年
に
わ
た
っ
て
考
察
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
で
文
化
六
年
前
後
に
つ
い
て
（
文
化
六
年
度
の
各
人
の
雇
用
期
間
に
わ
た
っ
て
全
部
）
考
察

給

銭

よ
り
も
仕
着
の
方
が
比
重
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。

二
七
九

は
＋
、
返
済
す
べ
き
額
は
一
と
し
て
「
差
引
」
の
欄
に
示
し
た
。

(
l
)
 

奉
公
人
の
給
付
は
一
年
を
単
位
と
す
る
給
銭
で
あ
っ
た
（
下
女
の
場
合
は
半
季
を
単
位
と
す
る
「
給
銭
」
の
場
合
も
多
い
）
。

五

給

付

形

態

〔
補
説
ー
—
表
の
た
め
に
〕

併
し
下
女
で
は
給
銭

No. 1

兵
治
郎
は
長
年
季
に
わ
た
り
、
年
代
の
点
で
他
の
者
と
同
様
に

表
示
出
来
な
い
の
で
別
立
と
し
た
。
し
か
も
給
銭
の
差
引
に
つ
い
て
は
そ

の
弟

N
o
.
3
市
作
と
混
融
し
て
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
市
作
も
兵
治
郎
の

横
に
表
示
し
た
。
表
中
「
定
給
銭
」
は
勤
日
数
に
対
す
る
規
定
の
給
銭
で
あ

る
。
そ
れ
を
年
間
随
時
に
渡
さ
れ
、

取
替
」
の
欄
に
示
し
、

第
二
十
三
巻

ま
た
取
替
え
ら
れ
た
分
を
「
渡
方
・

奉
公
の
終
期
に
差
引
か
れ
て
奉
公
人
が
受
取
る
額

第
三
•
四
＂
←
J

し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
表
示
す
る
と
第
3
表
の
如
く
に
な
る
。



第
二
十
三
巻

第
一1
-
•四
号

文
化
六
年
度
の
物
価
を
示
す
と
第
4
表
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
銭
(
+
九
文
銭
）
一
匁
11十
九
文
、
銀
一
匁
11
―-
0匁
で
あ
り
（
文
化
六
年
諸
色
寄
拍
帳
）
、

石
本
家
で
は
一
日
の
間
食
費
（
豆
腐
・
肴
其
他
）
•
つ
け
き
・
元
結
・
び
ん
つ
け
・
わ
ら
じ
・
ぞ
う
り
等
諸
雑
費
の
代
を
五
0
匁

(
1
1九五
0
文
）
と
見
積

つ
て
い
る
が
実
際
は
そ
れ
よ
り
幾
分
下
廻
つ
て
い
る
（
文
化
六
年
内
証
方
入
用
帳
）
。

右
の
表
及
び
旦
雇
帳
共
他
の
諸
記
録
か
ら
知
り
得
る
こ
と
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

給
銭
に
つ
い
て
は
或
る
程
度
の
客
観
的
な
標
準
が
あ
っ
た
よ
う
て
あ
る
。
前
引
史
料
（
伊
勢
松
）
〔
一
五
頁
〕
に
も
『
下
人
並
』
の
文
言
、
ま
た
後

に
引
く
史
料
（
秋
治
郎
）
に
も
「
並
男
同
様
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
或
は
相
当
後
年
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
高
浜
村
上
田
家
の
「
村
方
諸
品
直

(
2
)
 

段
井
職
人
手
間
料
取
極
」
に
は
農
業
日
雇
（
男
・
女
）
に
つ
ゞ
い
て
、
年
季
居
、
上
八
百
目
・
中
七
百
目
・
下
六
百
目
。
同
女
、
上
三
百
目
・
中
弐

百
五
拾
目
・
下
弐
百
目
、
と
見
え
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
取
扱
っ
て
い
る
文
化
年
代
石
本
家
の
定
雇
は
表
て
も
見
ら
れ
る
如
く
或
る
程
度
の
基

準
（
男
二
百
し
八
百
目
。
女
は
仕
惜
を
入
れ
一

1

一
百
ー
四
百
目
位
か
）
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
化
三
年
に
は
下
女
の
場
合
て
あ
る
が
『
村
法
取
切
り
、

(
3
)
 

年
弐
百
五
拾
匁
之
割
合
」
と
あ
る
か
ら
恐
ら
く
下
男
・
下
女
と
も
そ
の
給
銭
に
つ
き
村
法
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
（
取
切
に
つ
い
て
は
次
頁
参
照
）
。

と
も
か
く
相
当
の
長
年
季
に
つ
い
て
し
か
も
恣
意
的
に
給
銭
を
き
め
ら
れ
て
い
る
形
態
て
は
な
く
、
一
年
を
単
位
と
し
て
給
銭
が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
前
者
に
比
較
し
て
新
し
い
形
態
て
あ
り
注
意
す
べ
き
て
あ
ろ
う
。
文
化
十
二
年
の
手
代
・
下
男
・
下
女
の
給
銭
を
表
示
す
れ
は
第

5
表
の
如
く
て
あ
る
●
手
代
の
中
で
も
下
男
・
下
女
よ
り
低
額
の
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
恐
ら
く
人
家
の
日
浅
い
若
年
者
か
）
。

(
4
)
 

勿
論
能
力
や
入
家
後
の
年
月
に
よ
っ
て
そ
の
差
は
あ
っ
た
。

No.
1

兵
治
郎
を
見
て
も
分
る
よ
う
に
年
々
増
給
さ
れ
て
い
つ
て
い
る
。
殊
に

（
文
化
＝
―
-
）

文
化
二
年
よ
り
文
化
三
年
に
五
百
目
よ
り
七
百
目
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
丑
年
よ
り
酒
手
伝
〈
仕
候
得
共
並
男
同
様
』
で
あ
っ
た
の
が
『
当
年

力
御
で
人
（
老
人
）
わ
得
差
図
を
、
酒
進
方
一
手
＝
一
而
手
伝
い
た
し
候
』
と
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
労
働
の
種
別
に
よ
っ
て
給

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
11地
主
の
雇
用
関
係

1

一八
0



注

(1) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

な
お
「
日
雇
帳
」
に
は
「
取
切
」
と
云
う
文
言
が
若
干
見
え
て
い
る
。
「
取
切
」
は
一
般
に
は
質
物
奉
公
に
お
い
て
元
金
（
米
）
1
1
身
代
金
（
米
）
を
奉

公
期
間
の
奉
公
に
よ
っ
て
全
部
償
却
す
る
こ
と
を
云
う
が
、
併
し
石
本
家
の
日
展
帳
で
見
ゆ
る
場
合
に
は
そ
の
意
味
は
薄
れ
て
殆
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
。
勿

-13)

（

14) 

論
、
右
の
意
味
に
通
ず
る
場
合
も
あ
る
が
多
く
の
場
合
そ
の
意
味
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
お
ん
ぎ
ん
」
（
恩
銀
）
い
う
文
言
が
一
例
の
み
見
え
る
。
恩

(

1

5

)

 

銀
は
肥
前
地
方
で
は
前
借
銀
ー
し
か
も
後
に
返
済
す
べ
き
も
の
ー
の
意
に
用
い
て
い
る
が
、
石
本
家
の
日
雇
帳
で
は
そ
う
し
た
意
味
は
な
く
給
銀
と
殆
ん
ど

変
ら
な
い
意
味
の
よ
う
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
文
言
は
前
代
に
質
物
奉
公
の
存
在
し
た
こ
と
の
痕
跡
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
寛
政
十
年
代
以
前
の
日
雇
帳

に
は
賃
銭
差
引
に
つ
い
て
の
記
事
が
殆
ん
ど
な
く
、
質
物
奉
公
の
存
否
を
窺
う
こ
と
が
出
来
な
い
が
注
意
す
べ
ぎ
文
言
で
あ
ろ
う
。

寛
政
・
文
化
年
代
で
は
す
べ
て
貨
幣
給
付
（
少
く
と
も
貨
幣
で
表
示
）
で
あ
る
が
、
以
前
の
年
代
に
は
現
物
の
給
付
も
隈
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
安
永

〔
補
説
〕

の
給
銭
で
し
か
も
繊
屋
勤
(
-
日
五
匁
）
は
諸
勤
(
-
日
ニ
・
五

(
6
)
 

匁
）
の
倍
と
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
病
気
の
日

数
は
そ
れ
丈
差
引
か
れ
、
ま
た
前
述
の
如
く
病
気
日
数
だ
け
後

（

増

）

（

8
)

に
「
勤
ま
し
」
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
精
勤
の
も
の
に
は
増
給

〔

9
）

銭
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
病
気
の
際
薬
代
は
主
家
か

C
1
2
)
 

(

1

0

)

(

l

l

)

 

ら
出
さ
れ
、
ま
た
参
宮
餞
別
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
給
銭
を
後
年
に
受
取
る
場
合
、
利
子
を
つ
け
て
支
払
わ
れ
た
例
も
あ
る

第 5表文化 12年の給銭

太兵衛父子手 当 I貫目6.000 

利兵衛手当 3.000 
手

，誠五郎｛給料 1.800 
別手当 700 

卯芝郎 2.500 

長蔵 |1.000 

益治郎 ．800 
栄 吉仕惰手当 ．400 
虎 松同上．300

下吉左衛門 ．700 
新 吉 ．650 
宗七 ．600 

金次郎 枠 ．400 
男
三 次 ．650 

下
1.0面

女 3 人分 （内300目
…増拾銭）

計 I9.550 

代

〔備考〕 文化 12年文誌により作成。

ニ
八

銭
に
高
低
の
あ
る
こ
と
は
蝋
絞
り
に
最
も
端
的
に
見
ら
れ
る
こ

と
て
あ
っ
て
第
3
表

No.
7

新
七
の
註
R
R
を
見
て
も
分
る

と
思
っ
。
蝋
絞
り
の
場
合
は
単
な
る
年
給
銭
で
な
く
一
日
単
位

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号



(7) 

一
例
を
文
化
六
年
、
釘
原
の
治
作
に
つ
い
て
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
三
日
五
十
五
日

-1-+-＝
日

三
百
二
十
二
日

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

1

一八
1

-

四
年
（
一
七
七
五
）
の
種
七
に
つ
い
て
は
『
十
一
月
朔
日
帰
り
、
但
、
煙
草
入
壱
遣
、
本
給
壱
抱
遣
、

f
式
品
遮
、
済
』
、
与
市
に
つ
い
て
は
『
閏
十
二

（氾）

月
三
日
帰
り
、
ひ
ん
付
壱
切
、
本
給
壱
捨
』
（
安
永
四
年
男
女
日
用
覚
）
と
見
え
る
。
本
給
は
稲
で
あ
ろ
う
。

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
戌
十
二
月
、
諸
色
直
段
書
留
帳
と
合
冊
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
文
久
二
年
の
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

文
化
一

1

一
年
日
麗
船
方
指
引
帳
下
女
ゆ
き
の
項
。

彼
は
寛
政
十
一
年
に
奉
公
に
入
っ
た
が
、
此
の
年
は
給
銭
式
百
目
で
『
右
給
銭
、
茂
木
根
か
ま
（
釜
）
代
蔵
立
会
之
上
極
メ
』
と
あ
り
（
寛
政
十
一
年

日
雇
船
方
差
引
帳
）
少
く
と
も
そ
の
年
の
暮
ま
で
に
き
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
併
し
さ
き
に
窺
っ
た
よ
う
に
、
は
じ
め
は
「
仕
惰
手
当
」
の
み
の
こ
と
も

あ
っ
た
か
ら
、
此
の
場
合
も
給
銭
で
表
示
し
て
あ
っ
て
も
「
仕
倍
手
当
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
（
拙
稿
、
手
代
と
小
作
管
理
人
、
八
九
・
九

0
頁
）
。

繊
絞
り
が
強
度
の
労
慟
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
な
く
鏃
生
産
の
利
潤
が
大
き
か
っ
た
た
め
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〇
此
年
壱
ケ
年
一
月
十
三
日

但
辰
十
月
廿
六
日
か
卯
十
月
廿
六
日
迄
壱
ケ
年
、
十
月
廿
七
日
K
十
二
月
廿
九
日
迄
式
ヶ
月
三
日
二
而
候
得
共
、
格
別
病
気
有
之
候
二
付
、
廿
日

（
文
化
六
年
日
雇
船
方
指
引
帳
）
』

引
、
一
夕
壱
ヶ
月
十
一
＝
日
如
此

メ・

四
百
廿
日
内
廿
日
病
気
引

外

六
十
五
日

勤
高

G

文
化
五
牟
）

但
辰
十
月
廿
六
日
入
家
、
十
二
月
廿
九
日
迄
勤
高

此
訳

病
気

『
日
数
合

(6) 固
文
化
五
•
六
・
七
各
年
日
雇
船
方
指
引
帳
゜

(4) (3) (2) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係



U2) (11) UO) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人

11地
主
の
厨
用
関
係

メ
廿
匁
文
化
元
子
四
月
廿
日
し
を
に
直
二
渡
ス

外
六
分
三
リ
増
造
ス

子
利
七
分
七
リ
、
但
正
月
か
子
四
月
迄
六
ヶ
月
之
利

酉

(11寛
政

十

三

）

利

壱

匁

九

分

戌

利

壱

匁

九

分

亥

刻

壱

匁

九

分

し
を
取
分

い
て
次
の
如
く
見
え
る
。

⑧
前
引
『
大
体
之
病
ミ
迄
ハ
用
捨
致
候
』
の
よ
う
に
多
く
の
場
合
勤
ま
し
の
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
勤
ま
し
」
程
計
算
的
で
は
な
い
が
「
加

-――一月）

勢
」
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
寛
政
十
一
年
く
ま
の
如
く
『
半
季
相
勤
、
尤
病
之
為
替
り
、
十
五
日
二
戻
リ
前
之
処
今
日
迄
加
勢
ひ
い
た
し
申

候
』
（
同
年
、
日
雇
帳
）
。
も
っ
と
も
「
勤
ま
し
」
と
加
勢
が
実
質
的
に
ど
の
程
度
差
が
あ
る
か
明
確
で
な
い
（
註
⑩
参
照
）
。

⑨
一
例
を
文
化
三
年
下
女
ゆ
き
に
つ
い
て
見
る
。

外
二
式
拾
匁

『
二
百
三
拾
三
匁
式
分
（
注

11半
季
及
び
十
一
日
勤
過
分
の
給
銭
）

、
、
、

増
遣
ス

メ
百
五
拾
三
匁
式
分

一
般
に
下
女
に
多
く
下
男
の
場
合
は
少
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
註
⑭
参
照
。

寛
政
十
年
流
河
内
村
よ
り
の
下
女
よ
し
の
例
ー
『
十
二
月
八
日
出
前
ノ
筈
二
候
処
、
七
月
四
日
か
七
月
廿
七
日
病
候
二
付
、
少
々
為
居
増
、
十
二
日
勤

過
｀
ン
申
候
、
尤
薬
礼
此
方
か
い
た
し
候
』
（
同
年
、
日
扉
帳
）
な
お
次
註
⑪
参
照
。

『
（
給
銭
）
此
外
二
薬
銭
か
へ
。
参
宮
致
候
二
付
賤
別
遣
ス
』
（
文
化
四
年
日
雇
帳
、
茂
左
ェ
門
の
項
）
。

、、

一
例
の
み
で
し
か
も
病
気
の
た
め
短
期
間
の
奉
公
に
終
っ
た
者
な
の
で
特
殊
な
事
例
か
も
知
れ
な
い
が
、
寛
政
十
二
年
下
内
野
よ
り
の
下
女
し
を
に
つ

『
拾
式
匁
九
分

メ
拾
九
匁
三
分
七
リ

第
1

一
十
三
巻

是
者
外
人
か
勤
方
宜
候
二
付
如
此

（
文
化
三
年
日
雇
帳
）
』

第
三
•
四
号

ニ
八
三



(14) (13) 

賃

式

拾

匁

半
季 此

賃

百
七
拾
五
匁

但
、
色
諸
定
メ

右
の
場
合
、
百
五
拾
匁
が
入
家
の
時
で
な
く
、
或
る
期
間
経
つ
て
い
る
点
注
意
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
（
或
は
便
宜
的
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
）
が
、

百
五
拾
匁
を
渡
さ
れ
、
そ
の
う
ち
百
廿
五
匁
ほ
半
季
奉
公
に
よ
っ
て
償
却
し
、
返
済
の
必
要
が
な
い
か
ら
、
こ
の
分
は
所
謂
「
取
切
」
で
あ
り
、
残
額

廿
五
匁
は
債
務
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
百
五
拾
匁
の
前
貸
で
そ
の
う
ち
百
廿
五
匁
の
「
居
消
奉
公
」
と
も
云
え
る
。

、、

文
化
四
・
五
年
勤
め
た
ひ
さ
に
つ
い
て

壱
ケ
年
半
季

此

訳
、、

但
、
取
切
式
百
五
拾
匁

『
メ
式
ケ
年
（
註
ー
文
化
四
年
正
月
ー
五
年
十
二
月
迄
）

巳
年
（
文
化
六
年
）
か
し
方
帳
面
二
引
合
』

一
夕
廿
五
匁
此
方
取
分

内
百
五
拾
匁

賃

百

廿

五

匁

『
半
季

四
月
十
二
日
渡
ス

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人

11地
主
の
服
用
関
係

（
文
化
五
年
日
雇
船
方
指
引
帳
）

第
二
十
三
巻
第
一
1
1
•四
号

、
、
、
、
、
、
、
、

右
ハ
申
年

(11寛
政
十

1

一
）
勤
メ
候
二
付
、
申
年
中
之
利
分
ハ
不
遣
、
翌
酉
年
か
之
利
分
遣
ス
（
寛
政
十

1

一
年
日
雇
帳
）
』

た
と
え
ば
文
化
五
年
下
女
く
に
の
場
合
、
一
二
月
十
六
日
入
家
、
八
月
十
九
日
ま
で
勤
め
た
が
、
四
月
十
二
日
左
の
如
く
渡
さ
れ
た
。

但
、
恥
犀

二
百
五
十
匁
之
積
り
（
註
ー
一
年
間
の
下
女
給
銭
の
標
準
と
し
て
）

一
八
四



幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
犀
用
関
係

CIIJ 

仕

着

(16) 05) 

メ

百

七

拾

五

匁

（

文

化

五

年

日

犀

船

方

指

引

帳

）

』

と
あ
り
、
さ
き
に
渡
さ
れ
た
式
百
五
拾
匁
は
文
化
四
年
三
月
に
四
拾
匁
、
九
月
に
百
目
、
五
年
三
月
に
百
拾
匁
で
『
／
式
百
五
拾
匁
、
但
壱
ケ
年
分
』

と
見
え
、
決
し
て
身
代
金
乃
至
前
給
の
性
格
を
も
つ
て
い
な
い
し
、
残
額
百
四
拾
五
匁
（
他
に
一

1

一
拾
匁
増
シ
）
も
奉
公
の
終
期
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
従

つ
て
所
謂
「
取
切
」
と
は
意
味
が
違
つ
て
い
る
。
石
本
家
の
場
合
で
は
多
く
は
一
年
間
の
取
分
の
意
味
く
ら
い
の
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
諫
早
文
書
（
諫
早
市
）
元
禄
十
一
年
十
二
月
年
行
司
御
掟
写
に
隈
々
見
え
る
。
「
質
之
者
」
の
「
身
代
銀
」
と
は
区
別
さ
れ
て
お
り
（
実
質

的
に
は
殆
ん
ど
同
じ
？
）
、
系
統
的
に
は
年
季
奉
公
の
前
借
銀
ら
し
い
。

下
女
く
に
に
つ
い
て
、
文
化
七
年
日
雇
船
方
指
引
帳
に

（
文
化
4
へ
）
（
文
化
七
）

『
己
八
月
か
未
二
月
迄
壱
年
半

此
お
ん
ぎ
ん

三
拾
五
匁

末
二
月
九
日
渡
ス
』

と
あ
り
、
こ
4

で
は
「
お
ん
ぎ
ん
」
は
給
銀
の
意
味
位
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。

残
而 内

四

拾

匁

取

替

引

七
拾
五
匁

外
メ一

1

一
百
九
拾
五
匁

式
百
五
拾
匁

一
夕
百
四
拾
五
匁

三
拾
匁

内

増
シ
、
是
者
格
別
勤
方
無
愕
怠
宜
申
候
二
付
如
此

左
二
渡
ス
、
小
前
左
ノ
通
リ
（
略
）

十
二
月
廿
四
日
渡
ス

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

ニ
八
五



已
ノ
四
月
朔
日
か
午
四
月
朔
日
ま
で

此
賃
四
十
匁

七
月
十

B

外
に
さ
ら
し
か
た
ひ
ら
壱
ツ

”
十
四
日

銭
五
匁
か
さ
代
二
遣
ス

”
木
緬
八
尺
へ
こ
二
遣
ス

+II
月

総
ち
ら
し
附
布
子
壱
ツ

午一
1

一
月
廿
九
H

銭

拾

三

匁

お

ひ

代

”

夏

嶋

壱

反

銭
二

f
弐
百
目
二
当
也

f
午
三
月
廿
九
日
ま
て
ニ

三
月
廿
九
日

外
二
形
附
手
拭
壱
尺
五
寸
遣
ス

壱
ケ
年 オ

津
下
女
小
お
ひ
め
分

で
あ
ろ
う
。
古
く
安
永
三
年
か
ら
二
例
を
挙
げ
れ
ば

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

f

七
拾
六
匁
二
当
ル

ママ

銭
拾
匁
そ
ざ
代

銭
五
匁

か
さ
代

＂
十
四

n

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

給
銭
と
共
に
仕
着
の
給
付
が
あ
っ
た
。
天
草
で
は
シ
キ
シ
ョ
と
一
云
い
、
史
料
に
は
色
諸
・
色
緒
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
給
付
関
係
が
日
雇
帳

に
各
人
毎
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
寛
政
・
文
化
年
代
で
は
、
下
人
に
対
し
て
仕
着
の
記
事
は
全
く
見
え
な
い
が
こ
れ
は
さ
き
に
も
推
察
し
た

よ
う
に
貨
幣
で
表
現
さ
れ
て
い
て
も
実
際
は
仕
着
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
古
く
は
下
人
に
も
仕
着
の
記
録
が

(
1
)
 

見
え
て
い
て
、
た
と
え
ば
安
永
一
一
年
の
藤
右
衛
門
の
如
く
、
袷
•
お
び
・
単
物
な
ど
の
仕
着
を
与
え
ら
れ
て
い
る
例
も
無
い
で
は
な
い
。
併
し
乍

ら
概
し
て
仕
着
の
事
例
は
下
人
の
場
合
に
は
殆
ん
ど
な
く
、
そ
れ
に
反
し
て
下
女
の
場
合
は
屡
々
仕
着
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き

已
四
月
朔
日
か
十
月
四
日
ま
て
ニ

外
二
単
物
壱
ツ

十
一
月
一

m-H

八
匁

三
拾
三
匁

木
緬
八
尺
へ
こ
代

七
月
十

B

此
賃
銭
式
拾
匁

半
年
分

才
津
下
女
大
お
ひ
め
分

二
八
六



(3) 

っ
た
。

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

同
日

一
、
を
び
式
筋
午
一

1

一
月
四
日
渡
ス
、
但
壱
筋
ハ
卯
年
分

同
日
、
辰
年
分

一
、
単
物
壱
ツ

そ
れ

□相
口

れ

口

②
後
年
の
史
料
で
あ
る
が
前
掲
慶
応
四
年
風
土
行
事
書
上
帳
（
中
村
正
夫
、
前
掲
稲
所
引
）
に
『
（
下
女
）
五
度
二
出
交
リ
、
春
夏
冬
一
一
一
度
之
給
銭
者
、

q

マ、）

衣
類
又
ハ
金
銭
二
而
相
渡
シ
、
五
勤
月
ハ
麦
安
五
斤
、
秋
勤
ハ
靱
二
而
六
斗
ツ
ヽ
相
渡
云
と
』
と
あ
り
、
衣
類
1
1
仕
着
が
多
か
っ
た
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る

し
、
そ
の
ほ
か
現
物
の
給
与
を
見
出
す
わ
け
で
あ
る
。

文
化
五
年
日
麗
船
方
差
引
帳

（
安
永
―
ー
一
年
）

一
、
裕
壱
ツ
午
―
―
一
月
四
日
渡
ス

と
あ
り
、
仕
着
は
給
銭
に
数
倍
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
安
永
・
天
明
・
寛
政
年
代
も
変
ら
ず
文
化
年
代
で
も
前
表

No.
8
 

(
2
)
 

ひ
さ

No.
9

れ
つ

No.
10
じ
つ

No.
1
2

は
る
の
如
く
仕
着
の
比
重
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
右
の
者
の
仕
着
の
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な

い
が
文
化
五
年
の
下
女
お
と
ら
に
は
拾
ヶ
月
勤
め
で
賃
三
百
目
、
外
に
禅
物
一
ツ
、
綿
入
一
ツ
、
木
綿
一
反
、
樽
一
ツ
、
下
女
恥
い
い
に
は
約

三
ヶ
月
の
勤
め
で
賃
百
五
拾
目
、
外
に
新
禅
物
壱
ツ
、
古
着
弐
ツ
と
見
え
て
い
る
。
仕
着
は
下
女
へ
の
給
付
と
し
て
後
年
ま
で
続
い
た
の
で
あ

ふ
き
ふ
や
覚

同
日
、
辰
年
分

＝ 

註
田
史
料
を
引
く
と

（
安
永
二
年
下
人
ぷ
事
井
ひ
用
覚
）
』

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

ニ
八
七



ー

§
と
じ
め

前
稲
で
窺
つ
た
よ
う
に
石
本
家
の
経
営
に
お
い
て
は
元
だ
が
全
般
的
な
統
轄
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
文
化
十
四
年
正
月
の
「
勤
方
心
得

向
」
に
も
、
『
一
、
日
々
夫
遣
之
儀
者
、
前
夜
店
二
而
申
談
、
元
パ
ふ
筋
々
之
も
の
わ
申
聞
、
翌
日
者
手
割
間
違
無
之
様
可
致
事
』
と
見
え
て
お
り
、

元
ゲ
の
指
示
を
以
て
夫
遣
〔
奉
公
人
・
日
服
・
船
方
等
々
を
含
め
て
〕
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
下
男
に
は
「
下
男
頭
」

(

1

)

 

が
置
か
れ
て
い
て
下
男
の
統
制
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
下
男
の
た
め
に
は
「
男
部
屋
」
が
あ
り
、
文
政
十
一
年
に
は
『
家
内
之
者
寝

主

ーーー
給
銭
は
雇
用
の
始
期
に
与
え
ら
れ
る
「
前
給
」
で
は
な
く
雇
用
期
間
の
終
り
に
給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
雇
用
期
間
内
随
時
に
取

替
を
受
け
た
の
で
あ
り
（
第
3
表
参
照
）
、
従
っ
て
主
家
を
出
る
時
に
は
給
銭
よ
り
右
の
取
替
分
を
差
引
い
た
残
額
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る

（
同
時
代
に
他
地
方
で
は
右
の
取
替
分
に
利
子
を
付
け
る
計
算
方
法
も
あ
る
が
石
本
家
で
は
利
子
は
つ
け
て
い
な
い
）
。
勿
論
取
替
分
の
方
が
給
銭
よ
り
も
超

過
せ
る
時
は
超
過
分
は
主
家
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
〔
第
3
表

N
o
.
1
3
参
照
〕
。
な
お
注
意
す
べ
き
は
小
作
料
（
上
前
）
の
未
納
・
滞

納
分
を
給
銭
を
以
て
返
済
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
〔
表

No.l,
N
o
.
7
`
N
o
.
9
参
照
〕
。
「
畑
上
前
ニ
一
直
引
」
・
「
上
前
帳
＝
引
合
」
等
々
の
表
現
の
も
と

に
差
引
か
れ
て
い
る
例
は
各
年
度
か
な
り
多
い
。
雇
用
関
係
と
小
作
関
係
〔
名
子
も
含
め
て
〕
が
密
接
に
関
連
・
癒
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
当

然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
云
わ
ば
小
作
料
滞
納
分
に
あ
て
る
た
め
の
労
働
で
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

取

家

の 替

規，

六制

主
家
の
規
制
と
労
働
の
態
様

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
服
用
関
係

第
二
十
三
巻

第
三
•
四
サ

ニ
八
八



幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

納
得
の
ゆ
か
ぬ
箇
所
や
明
ら
か
に
誤
記
と
思
わ
れ
る
点
も
少
く
な
く
、

労

働

の

態

様

③
前
掲
拙
稿
、
手
人
と
小
作
管
理
人
、
七
九
・
八

0
頁
所
引
史
料
を
参
照
の
こ
と
。

註

(2) (1) 

文
政
十
一
年
手
鴬
。

月
十
四
・
五
日
（
盆
）
。
八
月
一
日
（
八
朔
）
。
九
月
十
五
・
六
日
、
十
月
十
日
（
但
し
半
日
遊
）
で
あ
る
。

文
政
八
年
手
元
諸
用
控
゜

至
殆
ん
ど
が
「
遊
」
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
十
一

1

一巻

第
三
•
四
号

ニ
八
九

G
2
.）

 

所
之
事
』
と
し
て
そ
の
中
に
は
「
男
部
屋
、
下
男
中
」
・
「
油
屋
、
絞
方
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
。
絞
方
は
奉
公
人
の
中
で
も
特
に
鰻
絞
り
を
専

業
と
し
た
者
て
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
寝
所
の
見
廻
り
や
又
夜
中
他
出
の
節
も
四
ツ
時
ま
で
は
帰
る
よ
う
に
手
代
の
一
人
が
取
締
り
に
あ

た
つ
て
お
り
、
「
下
男
勤
之
者
」
が
乱
用
に
て
他
出
の
際
は
元
戸
ま
で
申
出
で
る
こ
と
、
ま
た
給
銭
の
内
借
、
前
借
そ
の
ほ
か
の
相
談
も
元
ゲ
ま

て
申
出
で
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
は
「
定
居
」
奉
公
人
の
生
活
状
態
に
つ
い
て
知
る
史
料
は
乏
し
く
今
後
各
帳
簿
の

中
か
ら
断
片
的
史
料
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
差
引
帳
に
よ
れ
ば
一
年
の
う
ち
休
日
は
左
の
通
り
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
奉
公
人
の
全
部
乃

即
ち
正
月
三
ケ
日
及
び
十
五
日
（
小
正
月
）
、
二
月
二
日
、
三
月
三
日
（
節
旬
）
。
五
月
五
日
（
節
旬
）
。
七

ま
た
各
年
度
の
差
引
帳
を
窺
つ
て
気
付

く
こ
と
は
各
人
と
も
「
病
気
」
の
日
数
が
相
当
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
注
意
す
べ
き
こ
と
4
思
わ
れ
る
。

ーー（
 奉

公
人
の
労
働
の
内
容
（
作
業
種
別
）
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
く
「
差
引
帳
」
に
日
々
記
録
さ
れ
て
い
る
。
併
し
乍
ら
そ
の
記
事
は
き
わ
め
て

簡
単
で
あ
る
〔
単
に
「
勤
」
と
か
「
内
」
と
の
み
あ
る
場
合
や
、
或
は
「
勤
」
の
記
号
と
し
て
グ
と
の
み
表
わ
さ
れ
て
い
る
な
ど
〕
。
時
に
は
脱
落
も
あ
り
、

一
年
間
の
状
態
さ
え
明
確
に
窺
う
こ
と
は
相
当
困
難
で
あ
る
。
こ
こ



第
二
十
三
巻

第
三
•
四
号

て
は
比
較
的
に
良
く
窺
わ
れ
る
年
度
と
し
て
文
化
六
年
を
と
り
あ
げ
、
下
男
・
下
女
各
人
鋸
に
句
間
別
に
そ
の
労
働
の
内
容
〔
作
業
別
〕
を
表
示

（
此
の
表
に

し
て
み
た
の
が
第
6
表
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
石
本
家
の
労
働
組
織
と
し
て
は
日
雇
（
前
掲
拙
稿
で
述
べ
た
枇
話
人
1
1
小
作
管
理
人
や
職
人
の
展
用
も

(

l

)

 

含
め
て
）
も
頗
る
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
同
年
度
の
日
雇
を
句
間
別
に
労
働
（
勤
め
）
の
内
容
を
表
示
し
た
の
が
第
7
表
で
あ
る
。

は
世
話
人
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
む
。
拙
稿
、
手
代
と
小
作
管
理
人
、
一
―
一
頁
第
10
表
参
照
）
。
こ
れ
ら
二
つ
の
表
を
組
み
合
わ
せ
つ
＼
考
察
を
進
め
る

、
、
、

な
ら
ば
石
本
家
の
文
化
六
年
度
に
お
け
る
労
働
の
態
様
、
ひ
い
て
は
労
働
組
織
更
に
は
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
か
な
り
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
考

察
が
な
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
文
化
六
年
度
は
若
干
特
異
な
年
度
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
前
後
の
年
度
で
は
日
雇

(
2
)
 

の
雇
用
は
こ
ん
な
少
数
の
雇
用
人
数
で
は
な
く
、
こ
れ
の
倍
・
数
倍
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
併
し
こ
＼
で
は
「
定
居
」
奉
公
人
の
労
働
事
情

が
最
も
良
く
窺
え
る
年
度
と
し
て
文
化
六
年
度
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
む
し
ろ
旦
雇
と
共
に
労
働
組
織
の
あ
り
方
全
般
と

し
て
考
察
す
べ
き
と
思
う
が
頁
数
に
制
眼
が
あ
る
の
で
こ
4

で
は
両
表
の
詳
し
い
考
察
は
他
日
に
譲
る
こ
と
と
し
て
た
だ
次
稿
へ
の
準
備
と
し

(
3
)
 

て
掲
出
す
る
に
と
ど
め
る
。
不
明
の
文
言
も
あ
る
と
思
う
が
「
定
居
」
奉
公
人
の
労
働
の
内
容
に
つ
い
て
は
或
程
度
の
見
当
が
つ
け
ら
れ
る
と

息
つ
。
こ
の
表
を
窺
っ
た
だ
け
で
も
．
石
本
家
の
経
営
形
態
に
応
じ
て
、
農
業
労
働
は
少
な
く
、
む
し
ろ
酒
造
や
繊
絞
り
・
塩
浜
の
労
働
及
び
各
地

行
（
小
作
料
・
塩
浜
代
・
貨
金
•
利
子
の
取
立
、
乃
至
商
取
引
の
た
め
）
な
ど
が
相
当
の
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
直
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
「
定
居
」
奉
公
人
や
日
雇
の
ほ
か
に
、
こ
こ
に
は
表
示
し
て
い
な
い
が
廻
船
数
艘
に
船
方
が
乗
組
み
、
大
阪
・
瀬
戸
内
、
長
崎
そ
の
他

九
州
各
地
と
の
運
漕
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
年
代
を
遡
つ
て
安
永
・
天
明
年
間
で
は
農
業
労
働
の
比
軍
が

ず
つ
と
大
き
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
変
化
の
過
程
も
今
後
の
謀
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
づ
れ
も
他

H
に
改
め
て
取
扱
っ
て
み
た

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

1

一九

0



第 6 表 文化 6年［定居」奉公人の労働

月 旬 I；治郎 f 2 〖両 3 作秋；日i i!1五 八；蔵新 7 七 1ひ 8 さ 1れ，つ Iし 10つ l< 11 tこIlt 12 る 1ゐ 13そ］き 14 ん i計
戸 No.1, | 

i〔直・ 14) 遊 31遊 3遊 3遊 4遊 3遊 3 遊 3造 ~ I i 遊 3勤 5遊 3 
i 酒方 6富岡勤 7米打 7米 fr 6勤 7籾摺 21 勁 l l)/J 勤 7因野行帰 2勁 7 
i上旬広 瀬行 1 水汲 1 ＿ 籾摺 1 子 守 3

酒方 4 内野行 1 
I 110 

内 3
山行 1

1 ! en. 24) 酒方 4富岡勤 10I米打 5米打 1勁 4酒方 3 1山行 21勁 ~ i I I勁 10子 守 10勤 ， 
I 遊 1 追 1大島灯 1追 3水汲 1 水汲 1遊 1 遊 1 

：（大）i中句勁 4 磁荒湯 4病気 1籾摺 3遊 1 ＿ 内 2靱摺 31 - I -
靱摺 1 遊 3 

I 蹴絞 3

勁 2 遊 1 I 109 
内方 2 勁 2 

〔；：： ：； ； ：：！ ： ：：： 1: ；tま云：三宰：孟。ii：［ ［鰤絞り 5 : ／ 2こ；二湯：1;月4f家81 - ; ！:： ;野:1; ： /．: ：：： 
1田起 4 1 

(m.26) 田起 1窟涸勤 5勤 10磁絞り 8田起 1屑り 2螂絞り 10勤 10 内 10勤 5 勤 10 勤 10 
： 呼伐•樽 2 此方へ参 1 （蠍方） 影踏 1 薪伐・樽 1 薪伐•樽 2

I， 中句五釘 f又富岡行 4 内勤 1内 81髯掴； 内 11 -

大豆さし 4

121 
|（大）［ 酒方 1

！ 贔号~I I I I ! 

i畑方 2

! (lV • 5) 得召 ｝富岡行 JO勤 8病気 1内 9畑方 2繊絞り 10勁 3内 7内 6 勤 10|1Jj/J 
； （囃方） 山行 1遊 0.5冨岡行 1： 内 2大豆植 1畑 方 1 2 大矢野n'5疇ふ酒方 2 病気 2肥持 4 酒方 11 病気 3酒方 1畑方・内 1
：下句遊 15 櫨上ゲ田方 二江行 1 （無記畝） 1遊 0.5 遊 o.5 I - I I I - I us., 
， 内 4 I I I~ . ~ 遊 〇．5 （無記載） 1 

田方 1 内 4 

＇:勤 109荒塁 ｝呻:11胄1.［『i」'：胃 。•i ←ぴ 0.i t逼び 0.！I ― 勁 10人螂10 - | 108 

I 

:、）,：:)じ『宮饂 101『:! [i [ ［:; ［『i！且胃！ ［事〗用！位 i _ '摩!『『！ 110 

(：:  -[J !I富疇 91 >:: ［ ＿ 1瞥[! !•[．［絞り方 ，叢‘〗崖，j、i i a醤 ！ ＿ 附胃i.i子 守 9 - 99 

(V •14) 酒方 11富岡凱 10椒荒場 6 （釦） 5大庄屋人足肥持 1鐵絞り方10！茶摘 0.5店勁 10 内 9 子守 B 子 守 3 
上句 麦かり 91 田方 4田方 1 0.5井手塞 1 内 6 安かり 11 - 内勁 2本家行 1 _ 

焼酒煎じ 4 麦かり 9麦刈 8 麦かり 2 内 6 
? 0.5 麦方 1

119.51 

〔Y • 24〕麦かり 1室岡!/i!J JO 磁就場心 3瓢 I汎じ Z 安かり 2麦刈 l ！内 7|店 勤 61内 61 子守 6内 JO I 
病気 2酒方 1 焼酒煎し 3 田方 1田方 6I i田栖 1田植 1田摺 1

lV 中句開盈！ 闘柏 i胃ii戸？）方 4見晶 i _ |（無饂） 2内 3('il/J） 3 - （勁） 3 

田檻 1

|（大） I幾印へ加？ 幾印加勢 2 町加勢 1闘植 ｝幾加勢 1 

: : ；畜／0 :口゚鸞：：：ヵn:[5 :： ： ::: ;取0;変／，；・取9 / 1/ 6 

(11 • 23) 田草収 aI'iii岡勁 JO絞方 3荒塙 3田拉 2菰取 2蝋絞 3虚取 6草取 5草取 6.5 （勃） 6|内 6 、r' 畑方櫨下 41絞方 6讃上ヶ 1曝下シ 2病気 1苧槙 2内 1唐芋 1.5 芋掴 2病気 4 ： ・ン 1 贔璽楊 1病気 1病気 4内 2 内 1声芋 3内 2 守り 2 
六）； 村里行 1 禾t役目 1 勁 2康芋 2.5 ,111 行 1薙酒方 l ' 

- I 110 

・中句 内 1 窟十方 1 1 富岡行 1内 0.5 , | - - 113.5I 

塵芋註 1 幾へ加略 1 | , 

:： ：戸：戸］；：［［：； ：二：二：：戸：I絞り勤 5 国言／：／／〗：;：一ーー／／／／／：面：一~ 4 0 

• 1贔偉｝

宥家行 10（勤） 10 

，中句 築地 1 畑方 4 用方•宮岡畑方 4 -
内 4病気 1

- 1 1 0 
可＇（町 23〕闘召 f誓贔 t闊方閂1喜悶い野胄 i旦望 !I - I内 10 I綿草 61内 9, 

|（小）l 内 6 n 2 
I I | ！勺 3 | 1 

（口）い。［贔[I巳］什。胃;lピ岱．[鷹豆昇` 1,J 9喜気 t 『家言鼻吋 ― 1 975 

1大釦f0.5夏釦rl恥正 ］水打 1夏釦i-1 
麟小浜行水打 1水打 1 酒火入 1 

(1111・11) 店酒計 2l'1哄より妍水打 8水打 7水打 61酒火入 1 水打 15 内 6，内 3 子 守 JO 内 10 I 

［上旬 I
酒方 1 1大豆罹納 1大諏納 1大四．収納 1大豆j 納 1 内 15記載なし 4籾摺 1 
内 4牛浜行・帰4籾 ， 1籾摺 1 宮岡rl•帰1 籾憶 1 大豆収納 J' （無記叔） 6 - I I I - I 110 

， 焼酒煎 ii塩取 2 (1詞噂） 1 （熊記成） 2 水打 7 ― 須千行 5 
火入 1 知子•行 2 （槃記載） 1I ! 

： 瀬戸内Ci1|（無記載） 1 -- | | 1 

ー 勤 11| -110  

, （1111・21) 荀戸内［J3須子行 2水打 2水打 2水打 2水打 1i ！須子行 31内 3 !内 3 子守 7 内 10 
遊 2内 1田方 4亀坦 11亀埠 1酒方 3| l遊 1遮 2勁 61 病 気 2

¥11[！ 酒方 1遊 2遊 2恙 2遊 2追埋 1 僅り 1勁 5荒 i I 
，中 旬田方 2勁 1荒場 2田方 11田方 3返 が— 内 5 

'（大）． 酒道具 2飛舟 2 荒場 4憚方 2田方 3
1酒道励 1 1 坦浜 1I 直 •31) 屑鴨 ;1 酒逍具．箪贔舟 t 贔舟 ー 1 1繊 :,11;勺 ＿＿噂 〗勁 10 1 胃勁{I贋家行 t

籾摺り
宮岡行 t悶磁 t'胃喜 2 病気

1 内 1 坪堀 4 籾摺 l
I 

勁 l 内 5
：下 旬酒方 1病気 l 畑方 1安打 1 一 有家行 21 I - 111s.5! 
i 麦打 0.5牛深行 5 坪中r 4 

亀坪打 4 

’ 1畑打 1 1 
， 畑方 1

(： ：l l『; ！直誓賢 叫 ： 『 ［ 『 ； 力‘i『;力］訂 i,-ぎ i]虔 i[；: i :8日入:有家行 10有家行 10 - 120 

1111 (:.：l’̀ ！息；＇詈□9; 『9』]髯 ！麗』 ！晶伐なしii]気 i _ 1[  l1雙麟 ］璧行 g - 120 

:（Jヽ）（： ：l 1『且〗棗 i ;;  ；1[＜ ；『：<l [ ［［絞りて内 9 1 1iil/ 9 - I内 9子守 9（勁） 9 - 108 

(：.:)病気 101；津浦行］』」i［ i I I lI'： i覧 各 ；a気 i1勁 10 ー 内 101子守 101C勤） 10 - 120 

K' (X•19) 1病気 10内 6荒 5 ←―5 iーパ lo畑五―i絞―;`「 l01勤 7 内 10千守 10c勤） 10 

1(大 ）中旬 1 い〗打 i ［打 i 鳳打＂掘 i 病気 120 

：：ご；： ；；； ； ［喜ご1、盈[i己三t:：；t:-］昂取 5 : ；: ： : ：： -1: ：：|: ： 1: 1 :： ：:I : 1 : 

C:lll • 18) 記嘩 2唐芋取 2 I唐芋堀 2唐芋掘 2病気 6唐芋堀 2 勁 10病 気 8 内 101子 守 10IC勤） 10 
X 1米打 21米打 21米打 1米打 2|（叉ハ庸苧 1米打 II 勤 2 

- I― I 109 
＂行 l畑打 31病気 3畑 r2 m)  内

砂）中句 1 2囀｛乍 1畑打 2麦乍 1麦作 4畑打 2
疇 f乍 1糧禍 1麦作 1内二行 3 麦作 4
檀湯 l荒 11勤 l 〔：•：） 9噌 i 荒 9髯ー1由i9ぷ＂！ ＼勤ー 9勤 9勤 9 ー 忙摺；；子守 9C勁） 9 - 108 

(？ ；）；塁存！荒 10贔且！臼H!『→翡甘！ ！I糊 101勤 10l勤 10 - I贔： ；；1子守 10（勁） 10] - 120 

X i 
！ （濯 •17) 米打 10 I荒 10米打 4米打 7 肴 求 行 ｝ 旦開；i勤 10勤

畑方 1本村行 1 ? 
~ I勁 10 籾摺 10子守 10!（勤） 10l 

病気 5畑方 1畑方 1'酒方 4|
， 病 反，、

:（大）1中句 1 口行 1バ叶広瀬行 1 ― 〔炉；〕 I I - 120 

；竺：）米打 10荒 10喜気ばi且：盃蘭汀汽｝ ；畠？） i勤 10勁 101 - ['ぷ゚ I子守 10I C"!!l/1) 10 I - 1118 
I 餅打 6薪割 1I I I I 

〔：．；l|零瀬房 !l『旦•帰！塁塁；ぽ琴〗象:; il塁 け ；I晨房 t勁 101勁 101勁 101 - 1病気 101子守 10i（勁） 10| - I 120 

渭 (I・16) 酒方 10量 ｛ 塁 胄 ば 誓 ； 米 打 101翫喜！嘉元行 i勤 10勁 10 ＿ 旦 気 t子守 10i（勁） 10 ー 120 

：(小）＇中句 1米り 2 i I I I I I I I I 
j (I • 26〕酒方 6米打 3米打 3荒湯 10米打 3酒方 10勁 6勤 10勤 JO 勁 10子守 10IC勁） 10 
： 餅打 2瑣柴切 1垣柴切 1 坦柴切 6 26E晩引取 ＿ I 
， 下 句 記載なし 2病気 1併・米打 1 1 

！ （直• 3) 勤 4垣仕 41 I I I I I I I I i 
I I ー 113

（備考J 月の下に（大） •（小）とあるのは大の月 (30 日）小II)月 (29 日）の意味である。

布の欄に( J で表示したのはその旬の最初の日を陽暦に換算せるものである。たとえば I 月上旬 (]1•14) は 1 月 1 日が陽暦 1809 年 2 月 14 日にあたることを示す。

作業名の横の数字は作業日数を示す。作業名は史料のま上としたが，ー，二あて字を改めたのもある。

史料は主として文化6年日雇船方差引帳で，一部を文化5,7年日雇船方差引帳をもつて補足した。



第 7 表 文化 6年における日雇

月 i旬 I 作 業 （日 数） I 計

玲 1叩 1．内 1.牛和 4．八｛tf/3,大烏行 LS,米9r7 
17.5日

1 中 大島講行 1,有家行 2,富岡行 4,米打 7,杉植付 1,竿切 1,大工 5.5,籾摺 3
24.5 

下 内 0.5,富岡行 1，須子行 3,大島子行 l,小宮地行 l,二江行 1.5, 恩地蔵仕埋（？） 1,鉄見 0.5
9.5 

上 富岡行 2,二江行 1,油屋道具作り 1, 内 1,籾摺 1 6 

]1 中 長崎行11,須子行 5, 有家行 2,杉植 2
20 

下 長崎行 1,富岡行 3,教良木行 2,宮地岳行 1,只右衛門屋敷商売 1,油屋道具作り 2
10 

上 富岡行 5,有家行 5,堤見 2,大豆植 1 13 

直 中 富岡行 4,有家行 3 7 

下 富岡行 8,有家行 4,I慮量目 0.5,..I:津浦行 2,大工 0.5, 茶摘取手 38（或は 39)，茶煎手 6 59(60) 

上 ロ之津行 2,杉山見分 0.5,茶摘取手 10.5,茶煎手 4 17 

1V 中 なし ゜下 富岡行 6 6 

上 富岡行 10 10 

V 中 富岡行 4,有家行 1,洗濯方 1 6 

下 有家行 4,富岡行 4,洗濯方 10,大工 l, 田草取 57.5（内，男 2,女 55.5) 76.5 

上 富岡行 4,大矢野行 3,築地蔵方 2,0壇揚ゲ 1,麦煎 1,浦行 3,洗濯方 10, 田水打 2 26 

＂ 
中 大矢野行 3,富岡行 9,須子行 3,下浦行 2,洗濯方 2,店老人介抱 3,蔵仕直シ 3.5 25.5 

下 富岡行 5,須子行 3,鬼池行 0.5, 浜地押 1,店老人介抱 7 16.5 

上 有家行 5,坪打 0.5,店勤 9 14.5 

"I 中 須子行 9, 田見分 0.5,舟作造 4,店勤 9 22.5 

下 須子行 5,坪打 4.5, 田見分 2.5,舟作造 1.5,店勤 10 23.5 

上 田見分 165（或は 16)． 野こぎ 6,0刈付 l,店勤 2, 内 5 30.5(30) 

¥ll[ 中 浦行 5, 八代客料理 I,麦打 I,稲こぎ18 25 

下 八代客料理 1,烏原客料理 1.5, 二江行 1,稲こぎ 5,麦打 3,櫨取 14.5 26 

上 富岡行 4,東目取立 9, 籾寄 2, 内 2.5,麦打 1 I 18,5 
k 中 富岡行 2,有家行 1,浦行 2,東目取立 3,坪打 3,勤 2 13 

下 浦行 6,才津山伐 2,勤 1,大工 2, 11 

上 長崎客料理 1,坂瀬川行 1,麦作 1,大島，鬼池，二江行 3,本村行 2,大工 2.5, 長崎客二勤 6 16.5 

X 中 長崎客料理 1,坂瀬川行 1,長崎客二勤 5 7 

下 薪木割 1,籾摺 1,坂瀬川行 1,才津行 1,油屋道具造 1.5 5.5 

J: ロ之津・大島崎迄行帰り 2,靱摺 5,牛深行 2,木切 1, お蓮地屋敷開 10.5, 同右っち仕 8 28.5 

x 中 津留行2,大島子行 2,本村行l,教良木行30,籾摺 3,城木場行1.5,大島かオ津迄行1,勤 2,宮田行1,薪上ゲ 1,お蓮地屋敷開つち仕8.5 53 

下 味噌米打 2,靱摺 1,餅打 1,餅米打 1,酒米打 1,勤 8 18 

上 須子行 8,米打 2,山見分 2,勤 10,平八郎（分家）家地形開・普請36,籾打 5 63 

X[ 中 西目行 6, 島原口之津行 4,須子行 8,本村行 l,米打 12,勤 4,平八郎家と万ずき，石よせその他 133 168 

下 西目行 9,米打 4,薪切 1,取立方 3,平八郎家普請 4.5,垣柴切 1,本村行 5 27.5 

月不明 I〔春より夏迄〕味噌仕入 3, 秋より麦作迄 5, 六田隠宅勤 10, (12月力？） 1 塩持 0.5 I 19.5 

総 計 I I 941 

〔注〕 作業名の横の数字は日数をあらわす。 ④は名子の加勢（夫役）である。 史料に半日とあるのは 0.5をもつてあらわした。



(3) (2) 

註

(1) 

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

七

あ

と

が

苔

こ
の
ほ
か
名
子
の
加
勢
1
1
夫
役
が
あ
る
。
第
7
表
で
も
5
で
示
し
て
い
る
が
、
多
量
の
加
勢
が
窺
え
る
年
度
と
し
て
は
さ
き
に
文
化
七
・
八
年
度
を
表

示
し
た
（
拙
稿
、
経
営
形
態
の
一
考
察
、
二
ニ
―
頁
参
照
）
。

同
右
稿
、
二
了
八
頁
第
17
表
参
照

3

文
化
十
ニ
・
十
三
年
度
は
更
に
多
数
で
あ
る
。

た
と
え
ば
職
荒
場
1
1
蟻
絞
り
の
た
め
檀
実
を
粉
砕
す
る
行
程
。
単
に
荒
場
又
は
荒
と
も
あ
る
。
絞
り
方
（
絞
り
）

1
1
蠍
絞
り
。
繊
打
も
同
様
で
あ
る
。

こ
4

で
は
簡
単
に
書
い
た
の
で
不
正
確
だ
が
、
詳
し
く
は
次
稿
で
説
明
す
る
。
小
取
り
1
1
補
助
労
働
の
意
。
火
入
1
1
酒
造
に
お
け
る
火
入
で
あ
る
。
米
打

11
米
つ
き
、
水
打
1
1
塩
浜
に
海
水
を
撒
く
作
業
、
野
こ
ぎ
1
1
稲
を
刈
取
っ
て
す
ぐ
そ
の
田
で
ナ
マ
コ
ギ
を
す
る
の
を
云
う
。
靱
寄
せ
1
1
小
作
料
の
叛
を
収

納
す
る
の
を
云
う
。

以
上
、
石
本
家
に
お
け
る
「
定
居
」
奉
公
人
に
つ
い
て
特
に
文
化
年
代
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
。
不
充
分
な
点
も
少
く
な
く
、
特
に
史
料

を
主
に
「
日
雇
船
方
差
引
帳
」
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
多
く
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
厖
大
な
石
本
家
文
書
の

中
か
ら
関
連
の
諸
史
料
を
丹
念
に
積
み
重
ね
て
ゆ
く
必
要
を
改
め
て
痛
感
す
る
の
て
あ
る
。

二
九

併
し
、
以
上
の
考
察
か
ら
も
石
本
家
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
特
質
を
は
或
租
度
窺
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

大
休
同
時
期
の
各
地
の
奉
公
人
的
履
用
関
係
と
一
般
的
に
通
じ
る
も
の
を
も
っ
と
共
に
、
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係
と
し

て
或
る
特
徴
も
も
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
此
の
点
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
歴
史
的
位
置
を
か
い
ま
み
る
こ
と
＼
す
る
。

い
と
思
う
。

第
二
十
三
巻
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三
•
四
号



の
が
主
て
あ
っ
て
、
そ
の
主
家
と
の
生
活
関
連
は
き
わ
め
て
密
接
で
あ
っ
た

第
三
•
四
号

1

一九
1

!

先
づ
第
一
に
石
本
家
に
お
け
る
雇
用
関
係
は
広
い
意
味
で
の
家
内
部
の
関
係
ー
ー
ー
親
方
・
子
方
関
係
と
い
え
る
と
思
う
。
さ
き
に
も
窺
っ
た

よ
う
に
、
名
子
や
小
作
人
な
ど
の
デ
イ
リ
の
子
弟
が
、
し
か
も
親
子
・
兄
弟
に
わ
た
っ
て
ダ
ン
ナ
ド
ン
た
る
石
本
家
に
奉
公
に
入
っ
て
き
た
も

も
漸
次
家
と
家
の
生
活
諸
関
連
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
）
。
奉
公
人
を
出
す
家
々
と
石
本
家
と
の
一
字
わ
ば
家
と
家
と
の
諸
関
係
の
一
環
と
し
て
の
雇
用
関

係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
奉
公
人
の
入
家
の
事
情
や
年
季
の
あ
り
方
、
給
付
の
諸
事
情
な
ど
に
恩
恵
と
奉
仕
の
関
係
を
多
分
に
見

出
し
得
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
給
銭
が
村
法
や
慣
習
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
労
働
力
販
売
1
1
賃
労
働
で
は
な
く
、
多

で
あ
る
。
御
領
村
の
古
老
逹
、
特
に
中
山
留
一
氏
（
明
治
二
年
生
）
が
「
年
日
の
銀
主
（
石
本
の
ほ
か
池
田
・
野
頭
・
山
崎
の
諸
家
）

分
に
躾
奉
公
的
性
格
（
特
に
名
子
の
子
弟
の
場
合
、
や
が
て
名
子
と
な
り
そ
の
子
弟
が
ま
た
奉
公
に
入
っ
て
く
る
）
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

し
11じ
も

は
下
々
の
者
に
慈

悲
を
か
け
て
く
れ
た
」
と
い
う
の
は
時
代
を
遡
れ
ば
益
々
そ
う
一
云
え
る
よ
う
で
、
雇
用
関
係
と
て
も
例
外
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

併
し
乍
ら
、
他
面
に
お
い
て
石
本
家
に
お
け
る
雇
用
関
係
に
は
債
務
労
働
的
性
格
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
こ
と
を
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
質
物
奉
公
の
如
き
束
縛
度
の
強
い
形
態
は
見
ら
れ
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
取
切
」
と
か
「
恩
銀
」
と
い
う
文
言
に
は

或
る
痕
跡
が
感
じ
ら
れ
よ
う
。
し
か
も
単
な
る
痕
跡
に
と
ゞ
ま
ら
ず
、
奉
公
期
間
中
の
随
時
の
「
取
替
」
や
、
殊
に
奉
公
に
よ
っ
て
小
作
料
の

滞
納
そ
の
他
諸
種
の
債
務
に
あ
て
て
い
る
こ
と
ー
ー
む
し
ろ
小
作
料
の
滞
納
や
諸
種
の
債
務
の
た
め
に
奉
公
に
入
っ
て
い
る
こ
と
ー
ー
そ
う
し

た
点
に
わ
れ
わ
れ
は
債
務
労
働
の
生
き
た
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

前
縞
に
お
い
て
も
少
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
右
本
家
の
経
営
の
性
格
は
館
期
的
資
本
1
1
寄
生
雌
主
と
し
て
の
性
格
と
共
に
、
他
面
に
は
村
落
に

幕
末
期
辺
境
に
筈
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

（
た
と
え
今
迄
は
全
く
関
係
の
無
か
っ
た
家
外
部
か
ら
入
っ
て
く
る
場
合

第
二
十
lIl巻



幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

収
取
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
恩
恵
・
奉
仕
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
小
作
料
の
一
部
免
除
や
世
話
人
と
し
て
勤
め
た
場
合
の

お
け
る
親
方
百
姓
的
性
格
を
と
ゞ
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
企
業
と
家
計
が
未
分
離
の
ま
ま
、

高
度
な
展
開
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
ぐ
れ
て
「
商
人
的
1
1
銀
主
（
利
貸
）
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
地
盤
が
辺
境
天

草
島
と
い
う
生
韮
力
低
き
地
帯
て
は
、
旧
来
の
報
方
・
子
方
的
諸
関
係
を
完
全
に
揚
棄
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
温
存
し
、
維
持

し
、
自
己
の
経
営
に
適
合
す
る
如
く
変
容
せ
し
め
つ
＼
こ
れ
を
利
用
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
右
に
見
た
雇
用
関
係
に
お
け
る
両

面
の
性
格
は
一
見
相
矛
盾
し
相
対
立
す
る
か
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
む
し
ろ
混
融
し
、
相
互
に
補
い
つ

4
石
本
家
の
経
営
1
1
家
業
に
適

合
す
る
如
ぎ
奉
公
人
関
係
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
は
、
随
時
の
「
取
替
」
や
諸
種
の
債
務
と
い
え
ど
も
他
面
か
ら
一
云
え
ば
奉
公

人
や
名
子
・
デ
イ
リ
で
あ
る
が
ゆ
え
の
恩
恵
で
も
あ
り
、
し
か
も
奉
公
人
や
名
子
・
デ
イ
リ
を
駆
使
し
て
こ
そ
広
汎
な
利
貸
・
商
業
取
引
・
小

作
料
収
取
…
…
等
も
遂
行
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
石
本
家
の
商
人
的
1
1
銀
主
的
性
格
と
し
て
彼
等
と
い
え
ど
も
細
密
な
計
算
の
下
に

世
話
料
は
あ
る
に
し
て
も
）
。

こ
う
し
た
性
格
の
雇
用
関
係
は
石
本
家
に
限
ら
ず
当
時
広
く
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
幕
末
期
に
広
汎
に
展
開
し
て
い
た
か
か
る
雇

用
関
係
が
拡
大
し
、
発
展
し
て
行
っ
て
明
治
以
降
の
賃
労
働
関
係
へ
と
直
接
に
連
続
し
て
行
く
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
資
本
主
義

的
経
営
（
政
府
の
育
成
ー
ー
官
営
工
場
・
鉱
山
も
含
め
て
）
や
そ
の
担
い
手
の
展
開
は
旧
来
の
豪
農
や
商
人
の
経
営
の
自
生
的
拡
大
•
発
展
と
し
て
出
て

来
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
旧
来
の
雇
用
関
係
と
賃
労
働
関
係
の
間
に
も
―
つ
の
断
絶
が
あ
る
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
ら
ば
全
然
無

関
係
か
と
云
う
と
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
雇
用
関
係
は
や
は
り
幕
末
ま
で
に
は
相
当
度
の
発
展
を
遂
げ
て
い
て
賃
労
働
の
前
芽
・
乃
至
そ
の
方
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一
個
の
「
家
業
」
と
し
て
は
当
時
と
し
て
相
当



の
場
と
し
て
石
本
家
の
研
究
を
続
け
て
み
た
い
と
思
う
。

向
へ
向
つ
て
い
た
の
を
見
出
す
し
、
た
と
え
そ
こ
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
そ
し
て
断
絶
を
認
め
つ

4
も
、
や
は
り
古
い
台
木
の
上
に
新
し
い
賃

労
働
関
係
が
接
木
せ
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
賃
労
働
史
の
研
究
が
若
し
本
格
的
に
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
明
治
期
か
ら
の
み

析
出
さ
れ
て
き
た
労
働
者
の
質
の
考
察
（
た
と
え
ば
農
業
年
雇
・
季
節
雇
が
大
量
に
労
働
者
に
転

考
察
す
れ
ば
良
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
思
え
）
や
、
労
働
条
件
を
常
に
低
下
せ
し
め
る
理
由
の
一
っ
に
は
旧
来
の
雇
用
関
係
か
ら
来
る
制
約
や
影
響
が
充
分
考
慮
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
も
雇
用
史
は
単
に
賃
労
働
史
の
前
史
と
し
て
の
み
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
代
よ
り
近
代
に
至
る
実
に
多
様
な
従
属
的
労

働
関
係
の
歴
史
的
研
究
の
中
で
―
つ
の
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
勿
論
石
本
家
の
場
合
も
[
賄
芽
的
賃
労
働
」
と
い
う
段
階
に
ま
で
は
程

遠
い
し
、
ま
た
今
後
日
雇
・
船
方
そ
の
他
の
雇
用
面
も
よ
く
研
究
し
て
み
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
雇
用
史
の
研
究
に
は
―
つ
の
良
い
足
場
に
は
な

り
そ
う
で
あ
る
。

石
本
家
の
経
営
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
各
方
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
今
後
そ
れ
ら
が
種
々
の
稔
り
を
結
び
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
側
面
か
ら
労
働
組
織
・
雇
用
関
係
も
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
厖
大
な
史
料
で
あ
る
だ
け
に
今
後
の
考
察
が
ま
す
ま
す
共

同
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
す
る
の
て
あ
り
、
筆
者
と
し
て
も
今
後
名
子
や
日
雇
・
職
人
・
船
方
等
の
追
求
を
通
じ
て
何
ら
か
の

寄
与
を
な
し
得
れ
は
と
願
つ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
「
個
を
愛
惜
す
る
」
が
、
そ
れ
は
単
に
一
個
の
事
実
に
骨
董
的
興
味
を
も
つ
の
で
は
決
し
て

な
い
。
今
や
経
済
史
学
は
広
い
比
較
史
的
視
野
と
共
に
、
徹
底
的
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
支
え
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
支
え
ら
れ
ぬ
歴

、
、
、
、
、
、

史
は
漠
然
た
る
印
象
論
や
勝
手
な
ひ
と
り
よ
が
り
に
と
ゞ
ま
つ
て
し
も
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
論
と
実
証
の
い
み
じ
き
結
合
は
モ
ノ
グ

、、

茄
や
い
し

ラ
フ
と
い
う
「
隅
の
首
石
」
を
幾
つ
も
据
え
て
こ
そ
は
じ
め
て
建
て
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
も
そ
う
い
う
意
味
で
一
雇
用
史
と
取
り
組
む
一
っ

幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係
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幕
末
期
辺
境
に
お
け
る
村
方
商
人
1
1
地
主
の
雇
用
関
係

〔
後
記
〕
六
の

lI
労
鋤
の
態
様
に
つ
い
て
は
特
に
力
を
注
い
で
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
頁
数
の
関
係
で
今
回
は
表
を
掲
出
す
る
に
と
ゞ
め
た
。
今

後
は
数
年
度
分
を
組
合
せ
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

史
料
は
特
に
注
記
せ
る
も
の
以
外
は
、
す
べ
て
九
州
大
学
九
州
文
化
史
研
究
所
架
蔵
の
石
本
家
文
書
で
あ
る
。

小
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
石
本
勝
之
丞
氏
は
じ
め
御
領
村
（
現
五
和
町
御
領
）
の
方
々
か
ら
受
け
た
御
厚
誼
に
対
し
紙
上
を
借
り
て
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。
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